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更新履歴 

日付 バージョン 更新内容 

2022年  2月 25日 第 １ 版  

2022年 12月 12日 第 ２ 版 維持管理情報における登録申請時の確認書類添付不要 

2023年  1月  5日 第 3 版 P 8 ７） 「登録証の発行」に関する事項を追記 

P20 Ⅰ.申請者・評価者情報における「3-4 決算月」の項目を追加 

P21 Ⅰ.申請者・評価者情報における「4-1 地方公共団体独自基準の

審査状況」に「独自基準なし」の選択項目を追加 
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１．はじめに  

 

国土交通省の推計によると、2020年末時点の全国の分譲マンションのストック数は、675.3万戸で、マンション

居住人口は 1,500 万人超とされています。築 40 年を超えるマンションについては 103.3 万戸にのぼり、10 年

後には、約 2.2倍の 231.9万戸、20年後には、約 3.9倍の 404.6万戸となる見込み※１です。また、永住志向の

高まりにより、築 40年超のマンションでは、管理組合役員の担い手不足がみられる可能性があると言われています。 

こうした建物の高経年化と居住者の高齢化という「２つの高齢化」を底流として、「管理組合財政の逼迫化・窮乏化」

が進行しています。 

 

区分所有者の高齢化等による組合収入の減少、建物の高経年化による支出の増大により、組合財政は逼迫化しつ

つありますが、加えて、役員のなり手不足や人材不足は、健全な組合運営や大規模修繕工事の計画的な実施を困難

にしています。 

単年度収支で赤字となる管理組合も少なからずあると聞いております。赤字からの脱却は大前提ですが、良好な

居住環境の確保を図る上で、コストカットには限界があります。管理組合の原資拡大に向けた増収策を実現していか

なくてはなりません。 

 

「良質な管理」がマンションの市場価値・流通価値を高め、区分所有者がマンション売却時により多くの資金回収が

できることになれば、区分所有者の管理に向けた支出のマインドが上がり、管理組合の原資の拡大につながります。

また、自分たちの居住満足度を高めるために努力してきた組合運営も、外から評価されることによって、適正な管理

が行われているマンションは、引き続き良好なストック形成が期待できます。 

 

このことは、管理の質が高いレベルで維持継続されることが期待されるほか、長期的な視野でみると、管理組合資

金面の体力が増強され、財政の健全化、適切な修繕の実施等良好なストック形成に資する有効なスパイラルを誘導

する手段の一つになるのではないかと考えます。 

 

そこで、一般社団法人マンション管理業協会（以下、「当協会」という。）では、良質な管理が市場で評価される新た

な仕組みとして、不動産関連団体と協力し、全国共通の管理に関わる評価基準を策定し、インターネットを通じて情

報開示する「マンション管理適正評価制度（以下、「適正評価制度」という。）」を創設しました。当該基準に照らし、各

マンションにおいて適正な管理が促進され、良質な管理が市場で評価されるよう、制度の推進を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 国土交通省「マンションに関する統計・データ等」（2020年末時点） 
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２．マンション管理適正評価制度の概要 

 

（１） マンション管理適正評価制度とは 

 

マンションの管理状態を 6段階で評価し、インターネットを通じて情報を公開する制度です。 

マンションの管理状態を 5つのカテゴリーに分類し、ソフト面（現在の管理組合運営等）とハード面（建物／設備

の維持管理）との両面から、30項目について現状を評価していきます。 

マンションの管理状態の評価は、各項目の点数を足した合計点により、6段階（星０から５）で表示します。評価

結果の表示期間は 1年間となり、管理評価が市場価値へ反映されることが期待できます。（この評価を「等級評

価」と言います。） 

なお、改正マンション管理適正化法における、管理計画認定制度でも、「良好なマンションストックの形成」を目的

としております。 

当協会では制度創設にあたり、管理組合及び管理業者の利便性を高めるために、両制度における基準に接続性

を持たせ、更に適正評価制度の登録申請を行うことで管理計画認定制度の認定申請を同時に行うことができる

「マンション管理適正評価サイト（以下、「適正評価サイト」という。）」を構築し、ワンストップサービスの実現を図り

ました。 

これは前述した管理組合だけではなく、管理計画認定制度を運用する地方公共団体にとっても事務負担の軽減

を期待できるものであり、両制度の相互普及に向けて大きな成果である考えております。 

 

① 評価項目の設定の考え方 

等級評価に係る項目（３０項目）は、数値評価が可能なものとしていますが、定期点検の実施や管理規約の準

拠等、評価時点はマイナス評価であっても、将来に向かって改善ができればプラス評価になるよう設定していま

す。従って、現状の全体評価が低いマンションでも、今後の努力によって評価向上が可能となるように設定をし

ています。 

 

② 評価項目別配点の考え方 

管理体制、管理組合収支等の各項目の配点は、ソフト、ハードのマンション管理全体における重要度に応じて

います。中でも、管理組合収支は、日常修繕、大規模修繕等を実施する上で重要となるため、最も高い配点とな

っています。 

 

 

（２） 登録情報及び評価項目について 

 

マンション管理に係る情報は非常に多岐に亘っており、重要事項調査報告書や地方公共団体のマンション届出

制度等で規程される届出項目の情報等、多岐に亘ります。適正評価制度では、それらの項目より抽出し、以下大き

く５つの情報に区分しています。 
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■申請者・評価者情報 ：申請主体、評価者の情報 

■一般情報        ：建築年次、総戸数等の基礎的な情報 

■客観情報        ：専有部分におけるペット飼育の可否、借入金の有無等、 

人により評価が変わる情報 

■維持管理情報     ：雑排水管清掃の実施状況、配管の材質・工事履歴、直近の事故歴等、 

建築・設備における維持管理の情報 

■等級評価        ：管理費等の滞納、長期修繕計画の有無等、 

管理状態における重要な項目で数値評価が可能な情報 

 

 

（３） 登録情報の開示について 

   

登録情報は、公開が必須の項目の他、非公開項目や管理組合の希望で公開・非公開の選択が可能な項目があ

り、等級評価結果と併せて、インターネット上で一般公開されます。 

 

 

（４） 登録申請主体及び評価対象について 

 

適正評価制度への登録申請主体は、マンションの管理組合の管理者等となります。管理者等とは、建物の区分

所有等に関する法律（昭和37年法律第69号。以下、「区分所有法」という。）第25条第 1項（区分所有法第 66

条において準用する場合を含む。）の規定により選任された管理者又は区分所有法第 49 条第 1 項（区分所有法

第 66条において準用する場合を含む。）の規定により置かれた理事をいいます。 

 

・登録申請にあたっては、その旨を総会※２で決議を得ておく必要があります。（登録の更新を含む。以下同じ。） 

・住宅の用途以外の用途（商業等）を含む、複合用途型のマンション（以下、「複合用途型マンション」という。）及 

び一団地内に複数の建物が存在するマンション（以下、「団地型マンション」という。）における登録申請主体に 

ついては、下記①及び②に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※２ マンションの区分所有者で構成される団体（管理組合）による区分所有法における「集会」を指すものです。（以下同じ。） 
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※３ 一般的には、それぞれの用途に応じた管理組合を各部会と呼称することがあり、本マニュアルにおいても便宜上、各部会の名称を各用途に 

合わせて、住宅部会、店舗部会と呼ぶこととします。 

図表：複合用途型マンションにおける管理組合の形態イメージ 

図表：複合用途型マンションにおける管理組合の形態イメージ 

①複合用途型の場合 

・複合用途型マンションにおける適正評価制度の登録申請主体は、全体管理組合（マンションの区分所有者全員 

 によって構成される管理組合を言います。）の管理者等のみです。 

・建物に複数の管理者等が存在する場合、店舗部会※３の管理者等を除く管理者等の連名により登録申請します。 

・全体共用部分並びに住宅及び店舗の一部共用部分のそれぞれに管理者等が存在する場合、登録申請は、全体 

管理組合及び住宅部会※３の合意のもとで行い、評価対象となる範囲は全体共用部分及び住宅一部共用部分 

に関する部分とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理対象の共用部分 区分所有者 評価対象 

全体共用部分 全区分所有者 ○ 

住宅一部共用部分 住宅部分の区分所有者 ○ 

店舗一部共用部分 店舗部分の区分所有者 × 
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図表：団地型マンションにおける管理組合の形態イメージ（68 条規約がある場合） 

②団地型の場合 

区分所有法第65条においては、一団地内に複数の建物が存在し、当該団地内の土地又は附属施設が団地建物

所有者の共有に属するときは、それらの土地又は附属施設（この部分を「団地共用部分」と言います。）の管理を行

うための団地管理組合が構成されるとしており、団地建物所有者の全員で共有する団地共用部分は団地管理組

合（65条団体）の管理者等が管理を行い、各棟の共用部分は各棟の管理組合の管理者等が管理を行います。 

 

１）区分所有法第 68条規約ありの場合 

・区分所有法第68条においては、団地内の専有部分のある建物や一部共用部分等について規約を定めること 

ができることとされており（以下、「68条規約」という。）、68条規約を定めている団地型マンションにおいて 

は、団地全体を一体として、団地管理組合の管理者等が管理を行っていることから、適正評価制度への登録申 

請主体は団地管理組合（区分所有法第 65条団体）の管理者等となります。 

・評価対象の範囲は、商業等の用に供する部分を除いた団地全体です。 
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図表：団地型マンションにおける管理組合の形態イメージ（68条規約がない場合：棟ごと申請） 

２）区分所有法第 68条規約なしの場合 

・68条規約を定めていない団地型マンションの場合、団地共用部分及び各棟の共用部分のそれぞれについて、 

各管理組合の管理者等が管理を行っていることから、適正評価制度の登録申請主体は各棟の管理組合（３条 

団体）の管理者等及び団地管理組合（65条団体）の管理者等となります。 

・評価対象となる範囲は、商業等の用に供する部分を除いた部分となります。 

 

【留意事項】 

・団地管理組合と登録を希望する棟の管理組合が連名で登録申請するにあたっては、それぞれの管理組合にお 

いて登録申請することについての総会決議が必要となります。 
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＜参考＞ 

●建物の区分所有等に関する法律（昭和 37年法律第 69号）（抄） 

 

（規約の設定の特例） 

第六十八条 次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げ

る土地又は附属施設にあっては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以

上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあってはその全部につきそれぞ

れ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議がある

ことを要する。 

一  一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内の一部の建物の所有者（専

有部分のある建物にあっては、区分所有者）の共有に属する場合における当該土地又は附属施設（専有部

分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。） 

二  当該団地内の専有部分のある建物 

２ 第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の 

 利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。 

 

 

（5） 登録申請手続き 

 

管理組合は、適正評価制度への登録申請について、総会で決議し、管理会社等又は当協会が実施する適正評価

制度における評価・登録業務に係る講習（以下、「評価者講習」という。）を修了した管理業務主任者又はマンション

管理士（以下、「評価者」という。）に評価・登録業務を委任します。受任者は、当協会が運営する適正評価サイトを通

じて、評価結果及びその他情報を入力し、登録料の払込をもって、登録申請を完了させます。その後、当協会によ

る登録料の入金確認後、当制度への登録が完了となり、適正評価サイトに公開されます。 

なお、当サイトを通じて、登録申請する者は、評価者とします。 
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図表 a：適正評価制度へ登録申請するモデルケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）管理組合は、評価者に管理適正評価制度における当該マンションの事前評価を依頼します。 

２）評価者は、事前評価の結果を管理組合に通知します。 

３）管理組合は、事前評価の結果を踏まえ、当制度への登録申請及び情報開示等について総会で決議します。 

４）総会での決議を経て、申請者は、適正評価制度への登録申請を評価者に委任します。 

５）評価者は、評価結果及びその他情報をシステムに入力し、当協会の指定口座に登録料の払込み（銀行振込）を 

します。 

６）当協会は、登録料の入金確認を以て、登録を完了させ、当該マンション情報をサイトに公開し、評価者にその旨

通知します。 

７）評価者は、登録完了・公開通知を受け、内容を確認し、管理組合にその旨通知します。 

※登録証が発行されますので、マンション管理適正評価サイト（評価者向け）の登録マンション詳細ページより、

ダウンロードしていただき、管理組合にお渡しください。 

８）管理組合は、適正評価サイト上の公開内容及び登録証を以て、登録完了を確認します。 
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適正評価制度と併せて管理計画認定へ認定申請する場合 

 

 申請者となる管理組合の管理者等や評価・審査を行う評価者・管理会社等にとって利便性を高めるために、両制度

への一括申請を可能とするため、（公財）マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスとの接続に

より、申請から認定までのワンストップサービスを実現させました。 

 

 

図表 b：適正評価制度＋管理計画認定へ登録・認定申請するモデルケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前評価時に、マンション所在地の地方公共団体における管理計画認定制度の有無を確認 

※また、管理計画認定制度が有の場合、要件（独自基準の有無、地方公共団体の手数料の有無等）を確認 
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（6） 登録料の支払い 

 

適正評価サイトを通じた登録申請には、以下の登録料が必要となります。当該費用については、一連の手続きを

インターネット上の電子システムで行うデータ蓄積・更新・サイト公開等を行うための適正評価サイト利用料を含ん

でおります。 

評価者により、すべての登録情報の入力を完了した後、決済画面にて必要事項を入力し、後日所定の口座へお

振込みいただきます。（指定の宛先に、５営業日以内に請求書を発行します。）   

※お振込み期限は、請求書発行後２ヶ月以内となります。また、登録料お振込み後の払戻しはいたしません。 

 

① 適正評価制度のみ評価・登録申請する場合  

適正評価制度    ：登録料 5.500円（税込）＋評価・申請手数料※１ 

 

② 適正評価制度＋管理計画認定申請する場合 

適正評価制度    ：登録料 5,500円（税込）＋評価・申請手数料※1 

管理計画認定制度 ：システム利用料 10,000円（税込）※2・３ 

              

※1 管理会社等又は評価者ごとの自由設定となります。 

※2 マンションの管理計画認定制度の申請手続きを円滑化することを目的として、（公財）マンション管理センターにて 

「管理計画認定手続支援サービス」を提供します。②はこの支援サービスを利用するものであり、（公財）マンション管理センターに 

支払われるシステム利用料となります。「管理計画認定手続支援サービス」の詳細については（公財）マンション管理センターの案内 

をご確認ください。 

※３ 別途、地方公共団体への手数料が発生することがあります。 

 

※評価・申請手数料について 

管理組合が、当制度へ登録申請する際、管理会社等又は評価者にその業務を委任することになりますが、管理

情報を収集、評価し、登録申請作業には、人的コスト（評価・申請手数料）を要しますので、評価者等は、管理組合に

その費用を請求することができます。 

この場合、当協会が統一した手数料額を設定することは、公正取引委員会が定めた「事業者団体の活動に関す

る独占禁止法上の指針」の価格制限行為に抵触する恐れがあります。しかしながら、その額の目安等がわからなけ

れば管理組合に請求することができませんので、手数料算出のための算式を以下に例示いたします。 

 

【評価・申請手数料の算式例】 

［（評価者時間当たり賃金単価 × 評価者業務所要時間）＋一般管理費］＋消費税 

   ＝評価・申請手数料 
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（7） 新規登録及び更新期限 

 

・事業年度終了の日の翌日から６ヶ月以内 

 

 

（８） 表示期間 

 

・登録完了（公開）日から１年間 

 

※表示期間満了日を経過しても、登録の更新がない場合は、表示延長期間を３ヶ月設けていますが、それを経 

過した日、又は事業年度の終了の日の翌日から６ヶ月経過した日のいずれか早い日を以て、公開サイトより 

削除されます。 
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３．評価・登録業務 

 

（１）評価者とは 

 

マンション管理に関する知識、経験等の専門性並びに評価制度への理解が必要になることから、マンション管

理のエキスパートである「管理業務主任者」又は「マンション管理士」の資格を有し、当協会が実施する「評価者講

習」を修了した者となります。 

 

 

（２）評価者の使命と評価・登録業務の内容 

 

評価者には、本マニュアルに示された評価・登録業務を的確に遂行しつつ、登録内容の正確性を確保し、すべ

ての評価・登録情報に誤りがないよう最善を尽くすことが求められます。 

また、評価・登録業務を行える組合数は、１評価者当たり、１年間（４月１日から翌年３月末日の期間）で３０組合

とします。 

  

評価・登録業務には、主に以下の業務が含まれます。 

□ 管理組合に対する登録情報の内容確認並びにヒヤリング 

□ 手続上必要な関係者間における連絡、確認及び調整等 

□ 本システムの手続上必要な管理組合との書類・データの受け渡し 

□ その他、上記業務に付随した評価・登録に必要な事項 

 

 

（３）業務上の注意事項等 

 

評価・登録業務を遂行するにあたっては、主に以下の事項を遵守していただきます。 

 

□ 等級評価及び登録情報の入力にあたり、正確な情報が登録されるように、評価・登録業務を実施しなけれ

ばならない。 

□ 評価・登録業務に関して知り得た管理組合等に係る秘密及び管理組合等から提供を受けた個人情報が記

載された資料等を第三者に漏らしたり、評価・登録業務以外の目的のために複製・利用してはならない。 

□ 自ら行った評価・登録業務について、その責めに帰すべき事由により管理組合及びその区分所有者若しく

は評価・登録業務の結果により登録し開示された情報を閲覧した第三者に発生した損害やトラブルについて

は、その責任を負わなければならない。また、これにより当協会が損害を受けたときは、評価者は当協会に

対して相当な賠償をしなければならない。 

□ 法人（管理会社等）にあっては、その所属する評価者が評価・登録業務を円滑かつ適正に実施するための

支援、指導、その他必要な措置を行わなければならない。 

□ その他「マンション管理適正評価制度 評価・登録業務規程」に定める事項を遵守しなければならない。 



13 

 

（４）評価者の登録 

 

①登録の手続き 

        評価者として登録するには、当協会が提供するマンション管理適正評価制度評価者講習システム（以下、

「評価者講習システム」という。）に必要項目を入力し、eラーニングにて評価者講習を受講・修了しなければな

りません。 

 

        評価者講習の全カリキュラム（講義の視聴＋チェックテスト合格）の修了者に、修了証が交付され、評価者と

して登録が完了します。 

※評価者には、別途、適正評価サイトの評価者ログイン ID・PWが登録メールアドレスに発行されますの

で、それらを利用し、評価・登録業務を実施していただきます。 

 

また、評価者資格の有効期間は、評価者講習修了日より５年間（有効期間は、評価者講習修了時に発行され

る「修了証」に記載されています。）となります。 

 

②変更の手続き 

評価者講習修了後、登録した評価者情報（姓・所属先・メールアドレス・保有資格の有効期限等）に変更が生

じた場合については、「評価者講習システム」より評価者本人が登録情報の変更を行います。（登録情報は、適

正評価サイトの評価者情報に自動反映しています。） 

また、資格登録を辞退する場合、「評価者登録消除申請書」を当協会に提出してください。 

 

◆申請窓口  

 （一社）マンション管理業協会 適正評価制度 担当宛 

  Mail：h-contact@kanrikyo.or.jp 

 

③更新の手続き 

資格有効期間満了後も引き続き評価・登録業務を実施しようとする評価者は、資格の更新を受けなければ 

なりません。この場合、資格有効期間の満了日までに更新のための講習を受講し、資格の有効期間の更新を 

行っていただきます。 

 

④評価者の資格登録取消し 

 当協会は、評価者が、「マンション管理適正評価制度 評価・登録業務規程」、「マンション管理適正評価制度 

評価者講習システム利用規約」、「マンション管理適正評価サイト利用規約」の禁止事項等に該当する場合及び 

その他関係法令に違反する場合は、資格の取消しを行うことができます。 
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（５）利益相反の禁止 

 

適正評価制度と併せて管理計画認定申請を行う場合、当該申請を行うマンション管理組合と利害関係にあた

るマンション管理士が、管理計画認定制度における（公財）マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サ

ービス」に係る事前確認を行うことは、利益相反に当たると考えます。 

つきましては、当該マンションと顧問契約等を締結しているマンション管理士や、当該マンションより管理を受

託している管理会社に所属し、当該マンションの担当者である場合は、適正評価制度における評価・登録業務は

行うことが可能ですが、管理計画認定申請に係る事前確認を行うことはできませんのでご留意ください。 
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４．評価・登録情報の考え方 

 

Ⅰ．申請者・評価者情報 

 

１ ．申請の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７ 

 

２．評価者情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１８ 

 

３．申請者情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９ 

 

４．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２１ 

 

５．事前確認マンション管理士情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２２ 

 

  



16 

 

マンション管理適正評価制度の「申請者・評価者情報」登録項目は、下表に示す１７項目である。 

１．申請の種類 

１－１ 種類 

１－２ 区分 

２．評価者情報 

２－１ 氏名 

２－２ 属性 

２－３ 管理会社名 

２－４ 電話番号 

２－５ メールアドレス 

２－６ 評価者講習修了番号 

２－７ 評価者資格有効期間 

３．申請者情報 

３－１ 管理組合名 

３－２ Ａ．申請者１（申請代表者） 

Ｂ．申請者２（A以外の申請者） 

Ｃ．申請者以外（Ａ及びＢ以外）の管理者等 

３－３ 管理組合の形態 

３－４ 管理組合の決算月 

４．その他 

４－１ 地方公共団体独自基準の審査状況 

４－２ 管理計画認定取得後にマンション名及び所在地の公開可否 

５．事前確認マンション管理士情報 

５－１ 氏名 

５－２ マンション管理士登録番号 

５－３ メールアドレス 
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１．申請の種類 

 

１－１ 種類 □ 適正評価のみを申請 

□ 適正評価と管理計画認定の両方を申請 

 

■確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

    ・総会議事録、委任状、同意書（情報開示） 等 

 

＜留意点＞ 

・管理計画認定の申請を併せて行う場合、各地方公共団体において、「マンション管理適正化推進計画」が作成 

されていること、認定基準の内容（上乗せ基準の有無等）、申請の受付方法、並びに手数料等について、確認す 

る。 

・なお、管理計画認定申請のみを、当システムより行うことは不可。 

 

 

１－２ 区分 □ 団地型／複合用途型 

□ 団地全体（団地共用＋各棟）/複合用途全体（全体共用＋住宅） 

□ 団地型（団地共用）/複合用途型（全体共用） 

□ 団地型（各棟）/複合用途型（住宅） 

□ 単棟 

 

＜留意点＞ 

・団地型や複合用途型において、複数の長期修繕計画が存在する場合（団地：エリアごと、分譲時期ごと等、複合 

用途：部会ごと等）は、長期修繕計画の作成単位ごとに登録が必要となる。 

・団地型において、会計及び長期修繕計画が１つの場合は、単棟扱いとして、登録する。 
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２．評価者情報 

 

２－１ 氏名 

【認定申請項目】 
○○ ○○ 

２－２ 属性 

【認定申請項目】 

□ 理事長 

□ 理事 

□ 監事 

□ 一般組合員 

□ 管理会社担当者 

□ マンション管理士 

□ その他 

２－３ 所属先 ○○管理株式会社 

２－４ 電話番号 

【認定申請項目】 
０３×××××××× 

２－５ メールアドレス 

【認定申請項目】 
××××＠××.ne.jp 

２－６ 評価者講習修了番号 ２２Ｈ×××××－０１ 

２－７ 評価者資格有効期間 講習受講日：西暦 ２０××年○月○日 

有効期限日：西暦 ２０××年○月○日 

 

＜留意点＞ 

・評価者情報に変更が生じた場合は、評価者講習（eラーニング）システムより、登録情報の変更が必要となる。 
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３．申請者情報 

 

３－１ 管理組合名 

【認定申請項目】 
○○管理組合 

 

＜留意点＞ 

・複数の管理組合が共同で申請する場合は、全ての管理組合の名称を登録する。 

 

 

３－２ Ａ．申請者１ 

【認定申請項目】 

 

（申請者のうち代表者１名のみ入力。） 

  ①氏名又は名称 

  ②住所又は主たる事務所の所在地 

  ③連絡先（電話番号） 

Ｂ．申請者２ 

【認定申請項目】 

 

・複数の管理組合が共同で申請する場合（該当者全員） 

  ①氏名又は名称 

  ②住所又は主たる事務所の所在地 

  ③連絡先（電話番号） 

Ｃ．申請者以外の管理者等 

【認定申請項目】 

 

 

・１組合に複数の管理者等が置かれている場合（該当者全員） 

  ①氏名又は名称 

  ②住所又は主たる事務所の所在地 

  ③連絡先（電話番号） 

 

■確認対象書類 

 【提出が必須である書類】 

  ・管理規約、総会議事録、理事会議事録 等 

 

＜留意点＞ 

・申請者及び管理者等について 

（１） 申請者とは、適正評価制度への登録申請並びに管理計画認定申請を希望するマンションの管理者等であ 

る。 

（２） 複数の管理組合が共同で申請する場合（団地管理組合と棟管理組合が共同で申請するようなケース）は、 

各々の管理組合の管理者等の代表者が連名で申請すること。 
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３－３ 管理組合の形態 

【認定申請項目】 

□ 単棟型（住宅のみ） 

□ 単棟型（複合用途型）   

□ 団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っている団地管理組合・住宅のみ） 

□ 団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っている団地管理組合・複合用途型） 

□ 団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っていない団地管理組合と棟管理組合 

         ・住宅のみ）    

□ 団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っていない団地管理組合と棟管理組合 

         ・複合用途型）  

□ その他 

 

■確認対象書類 

・管理規約 等 

 

 

３－４ 管理組合の決算月 ○月 

 

＜留意点＞ 

・登録完了（公開）日より１年が経過しても、登録の更新がない場合は、表示延長（更新）期間の３ヶ月を経過した

日、又は、管理組合の事業年度（決算月）終了の日の翌日から 6ヶ月経過した日のいずれか早い日を以て、表示

期間満了となり、公開サイトより削除されます。 
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４．その他 

 

４－１ 地方公共団体独自基準の審査状況 

 【認定申請項目】 

□ 終了している 

□ 終了していない 

□ 独自基準なし 

 

（１）確認対象書類 

【必要に応じて提出が必要となる書類】 

・計画作成都道府県知事等が必要と認めるもの 

 

（２）確認事項 

・都道府県等マンション管理適正化指針において示された基準に関する事項 

 

（３）確認方法 

・計画作成都道府県知事等が必要と認めるもの 

 

＜留意点＞ 

・独自基準項目の内容については、各地方公共団体が作成する「マンション管理適正化推進計画」を確認する 

こと。 

 

 

４－２ 管理計画認定取得後にマンション名

及び所在地の公開可否 

【認定申請項目】 

□ 公開する 

□ 公開しない 

 

■確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

  ・管理規約、総会議事録 等 

 

＜留意点＞ 

・認定申請を希望するマンションにおいては、認定申請を行うことについて総会での承認が必要であるが、それ 

 に加えて、認定を受けた際に、（公財）マンション管理センターが運営する「認定マンション閲覧サイト」にて、マ 

 ンションの建物名、所在地及び認定コードを一般公開することを決議しているかを確認する。 
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５．事前確認マンション管理士情報 

 

５－１ 氏名 

【認定申請項目】 
例：管理 太郎 

５－２ マンション管理士登録番号 

【認定申請項目】 
第××××××××××号 

５－３ メールアドレス 

【認定申請項目】 
××××＠××.ne.jp 

 

＜留意点＞ 

・管理計画認定申請を行う場合、（公財）マンション管理センターが運営する「事前確認講習」を受講したマンショ 

ン管理士に事前確認を依頼することとなる。 

・当該マンション管理士の情報は、事前確認結果とともに、（公財）マンション管理センターが運営する「管理計画 

認定手続支援システム」に送信されるが、その際、資格無効（有効期限切れ等）と判断される場合もあるため、 

事前確認講習を修了し、有効な資格を保有しているか否かを確認すること。 
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４．評価・登録情報の考え方 

 

Ⅱ．一般情報 

 

１．マンション概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ2５ 

 

２．共用部分関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ3０ 

 

３．管理体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ3２ 
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マンション管理適正評価制度の「一般情報」登録項目は、下表に示す２６項目である。 

１．マンション概要 

１－１  物件名称 

１－２  建物用途 

１－３  総戸数 

１－４  総棟数 

１－５  物件所在地 

１－６  建物階数 

１－７  土地権利形態 

１－８  敷地面積 

１－９  延べ床面積 

１－10 建物構造形式 

１－11 分譲会社 

１－12 建設会社 

１－13 マンションの類型 

１－14 建築年次（竣工年月） 

１－15 建物写真の登録 

２．共用部分関係 

２－１  共用施設 

２－２  駐車場の有無 

２－３  エレベーターの有無 

２－４  省エネルギー性能 

３．管理体制 

３－１  管理規約の有無 

３－２  管理委託形態 

３－３  委託管理業者名 

３－４  協会会員の有無 

３－５  主たる事務所の所在地 

３－６  第三者管理者方式の採用の有無 
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１．マンション概要 

 

１－１ 物件名称 

【認定申請項目】 

○○○○マンション 

 

■確認対象書類 

・登記簿、販売パンフレット、売買重説書、売買契約書、管理規約 等 

 

＜留意点＞ 

・物件名称は、表記を正しく転記する。（登記簿の情報と同じであることが望ましい。） 

・○○マンション ３番館、三番館、参番館等に留意する。 

・○○虎ノ門ゲートタワー・ザ・ウェストの「・」等に留意する。 

 

 

１－２ 建物用途 □ 住居 

□ 住居＋非住宅 

 

■確認対象書類 

・登記簿、販売パンフレット、売買重説書、売買契約書、管理規約 等 

 

＜留意点＞ 

・「住居」、「住居＋非住宅」から選択する。 

・「非住宅」とは、住宅以外の店舗や事務所等でトランクルーム・駐車場は含まない。 

・区分所有ビルは対象としない。 

 

 

１－３ 総戸数 

【認定申請項目】 

住宅 ：○○戸 

非住宅：○○戸（店舗、事務所等） 

総戸数：○○戸 

 

■確認対象書類 

・登記簿、販売パンフレット、売買重説書、売買契約書、管理規約 等 
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＜留意点＞ 

・住戸数、非住宅戸数（店舗、事務所等）」を合計した、総戸数を登録する。 

※非住宅戸数には、トランクルーム・駐車場等を除く。 

・住込み管理員住居、ゲストルーム等は住戸数に含まない。（共用部分として取り扱う） 

 

 

１－４ 総棟数 ○棟 

 

■確認対象書類 

・販売パンフレット、売買重説書、売買契約書、管理規約 等 

 

＜留意点＞ 

・集会棟、管理棟、タワー駐車場等は除く。 

 

 

１－５ 物件所在地（住居表示） 

【認定申請項目】 

〒○○○－○○○○  

神奈川県 横浜市 中区○丁目○番地○号 

 

■確認対象書類 

・登記簿、販売パンフレット、売買重説書、売買契約書、管理規約 等 

 

＜留意点＞ 

・所在地は、住居表示実施地区においては、「住居表示番号」、住居表示未実施地区においては、建物登記簿謄

（抄）本の表題部（一棟の建物の表示）の「所在」等とする。 

 

 

１－６ 建物階数 

【認定申請項目】 

地上 ○階、地下 ○階 

 

■確認対象書類 

・登記簿、管理規約、検査済証 等 

 

＜留意点＞ 

・地階が無い場合は、「０」と入力する。 
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１－７ 土地権利形態 

【認定申請項目】 

□ 所有権    

□ 借地権 

□ 定期借地権 

□ その他 

 

■確認対象書類 

・登記簿、販売パンフレット、売買重説書、売買契約書、管理規約 等 

 

＜留意点＞ 

・「所有権」・「借地権」・「定期借地権」・「その他」から選択する。 

・該当する項目が複数ある場合は、該当する全部にチェックを入れる。 

 

 

１－８ 敷地面積 ○○○○．○○㎡ （少数第２位まで） 

 

■確認対象書類 

・登記簿、販売パンフレット、売買重説書、売買契約書、管理規約 等 

 

＜留意点＞ 

・敷地とは、マンション全体が所在する土地（建物が乗っている土地）を指す。建物が数筆の土地にまたがって所 

在するときは、その数筆の土地の全部（法定敷地）が対象となり、建物または建物が所在する土地と一体とし 

て管理または使用する土地であり、規約で「建物の敷地」と定めた規約敷地を含む。 

・面積は、対象となる敷地の土地登記簿謄（抄）本の表題部「地積」の合計又は建物登記簿謄（抄）本の表題部（敷 

地権の目的たる土地の表示）の「地積」を記入する。 

ただし、分譲時から面積に変更がない場合は、分譲時のパンフレットの敷地面積の数字を記入しても可。また、 

登記簿謄（抄）本、分譲時パンフレットによらず、管理規約、確認済証、それに代わる図面に基づき算出した数 

値により記入しても可。 

 

 

１－９ 延べ床面積 

【認定申請項目】 

○○○○．○○㎡ （少数第２位まで） 

 

■確認対象書類 

・管理規約、販売パンフレット、売買重説書、売買契約書 等 
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＜留意点＞ 

・延べ床面積とは、建築物の各階の床面積を合計した面積を指す。 

・床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を 

いう。 

 

 

１－10 建物構造形式 

【認定申請項目】 

□ 鉄筋コンクリート（RC）造   

□ 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造 

□ プレキャストコンクリート（PC）造  

□ 鉄骨（S）造    

□ その他 

 

■確認対象書類 

・登記簿、管理規約、検査済証 等 

 

＜留意点＞ 

・建物構造が複数の場合は、主な（床面積が最も多い）構造を１つだけ選択する。 

 

 

１－11 分譲会社 ○○不動産株式会社 

１－12 建設会社 ○○建設株式会社 

 

＜留意点＞ 

・ＪＶ事業の場合は、「代表企業名、他●●社」、または、すべての参加企業名を入力する。 

 

 

１－13 マンションの類型 □ 居住型  

□ リゾート型 

□ 投資型 

 

＜留意点＞ 

・「居住型」・「リゾート型」・「投資型」から選択する。 

・不明の場合は、管理組合等へ確認する。 
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１－14 建築年次（竣工年月） 

【認定申請項目】 

２０××年 ○月 

 

■確認対象書類 

・登記簿、販売パンフレット、検査済証 等 

 

＜留意点＞ 

・日付は西暦で記入する 

 （西暦＝昭和＋1925年、平成＋1988年、令和＋2018年） 

・建物登記簿謄（抄）本の（原因及びその日付）欄に記載された「新築年月」を記入する。又は検査済証の年月、 

分譲時のパンフレットに記載の数字、売買重説書に記載の建物新築年月を記入しても可。 

 

 

１－15 建物写真の登録 ① 外観 

② エントランス 

③ その他共用部分又はイベント等 

 

＜留意点＞ 

・「外観」・「エントランス」・「その他共用部分等（イベント風景等）の写真３枚の登録が可。 

・写真サイズは、１枚２ＭＢ以下とする。 

・イメージ画像でも可。 
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２．共用部分関係 

 

２－１ 共用施設 □ 有 

□ 集会室 

□ ゲストルーム 

□ キッズルーム 

□ キッチンスタジオ 

□ 来客用駐車場 

□ バイク置場 

□ 駐輪場 

□ その他（自由記載） 

□ 無 

 

■確認対象書類 

   ・管理規約、販売パンフレット 等 

 

＜留意点＞ 

・該当する内容を選択し、その他共用施設がある場合は、その他に記入する。 

・駐車場は、別途項目ありのため、入力不要とする。 

・管理組合の総会で共用部分の変更がされる場合もある。規約変更を伴わず、例えば、キッズルームが集会室と 

なっている場合等は、当該マンションが規定する施設を選択する。 

 

 

２－２ 駐車場の有無（種類） □ 有 

  □ 平置き 

  □ 自走式 

  □ 機械式 

  □ その他（自由記載）  

□ 無 

 

＜留意点＞ 

・専有駐車場は除く。 

・タワー式駐車場は機械式駐車場とする。 
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２－３ エレベーターの有無 

（方式及び設置台数） 

□ 有 

  □ 油圧式 （○台） 

  □ ロープ式 （○台） 

  □ その他（自由記載：例：リニア式○台、 

エスカレーター○台 等） 

□ 無 

 

＜留意点＞ 

・該当する内容を選択し、「有」の場合は、台数を入力する。 

 

 

２－４ 省エネルギー性能 

（新築時） 

□ 次世代省エネルギー基準適合（長期優良住宅相当） 

□ 次世代省エネルギー基準に適合していない 

□ 該当なし 

 

■確認対象書類 

  ・売買重説書、竣工図書（住宅性能評価書等）、販売パンフレット 等 

 

＜留意点＞ 

・省エネルギー性能の判断は、省エネ法等に基づく基準により評価する。 

・基準適合とは、新築時に長期優良住宅認定基準の省エネルギー性能において、省エネルギー判断基準（平成 

11年相当）に適合し、住宅性能評価において、省エネルギー対策等級４以上に適合しているものとする。 

・竣工図書の住宅性能評価書または、販売パンフレットから確認して記載する。 
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３．管理体制 

 

３－１ 管理規約の有無 □ あり（管理規約原本がある。または、規約変更がある場合

は、現に有効な規約がある。） 

    ※発効年月 西暦２０××年 ○月 

□ なし 

 

■確認対象書類 

・管理規約の写し 

 

＜留意点＞ 

・等級評価項目に同内容あり 

→４．評価・登録情報の考え方 Ⅴ：等級評価 １－４「管理規約の有無」参照 

 

 

３－２ 管理委託形態 

【認定申請項目】 

□ 自主管理 

□ 管理会社委託（全部） 

□ 管理会社委託（一部） 

 

■確認対象書類 

   ・管理委託契約書 等 

 

＜留意点＞ 

・委託（全部）とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で定める基幹事務を全てに関して、管理 

会社に委託している場合を指す。 

・委託（一部）とは、基幹事務以外の管理事務について、管理会社に委託している場合を指す。基幹事務以外の 

管理事務とは、標準管理委託契約書に規定する「基幹事務に該当しない事務管理業務」、「管理員業務」、「清掃 

業務」、「建物・設備管理業務」をいう。 

・基幹事務とは、①管理組合の会計の収入及び支出の調定、②出納、③マンション（専有部分を除く。）の維持又 

は修繕に関する企画又は実施の調整）を含むものをいう。 
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３－３ マンション管理業者名 

【認定申請項目】 

○○管理  

※現行管理会社への管理委託開始時期 

（例）：２０××年 ○月 

３－４ 協会会員の有無 □ マンション管理業協会会員   

□ 非会員 

３－５ 主たる事務所の所在地 

【認定申請項目】 

〒○○○－○○○○  

東京都 港区 虎ノ門○丁目○番地○号 

０３－××××－×××× 

 

■確認対象書類 

   ・管理委託契約書、協会ホームページ 等 

 

＜留意点＞ 

・登録申請時点の管理委託会社名とする。※自主管理については、無記入とする。 

・複数社による共同管理としている場合は、基幹事務を委託している会社名を記入する。 

 

 

３－６ 第三者管理者方式の採用の有無 □ 有 

  □ 管理会社 

  □ 管理会社以外 

□ 無 

 

■確認対象書類 

  ・管理委託契約書、管理規約、総会議事録、理事会議事録 等 
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35 

 

４．評価・登録情報の考え方 

 

Ⅲ．客観情報 

 

１．保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３７ 

 

２．管理組合収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３８ 

 

３．専有部分使用規制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３９ 

 

４．大規模修繕計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ4１ 

 

５．アスベスト使用調査の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ4２ 

 

６．専門家の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４３ 

 

７．備考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４４ 
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マンション管理適正評価制度の「客観情報」登録項目は、下表に示す１３項目である。 

１．保険 

１－１ 共用部分に付保している損害保険の有無 

１－２ 契約保険会社名 

２．管理組合収支 

２－１ 借入金の有無 残高 

３．専有部分使用規制 

３－１ 住宅宿泊事業への使用可否 

３－２ ペットの飼育の可否 

３－３ 専有部分内工事の制限 

３－４ 楽器等音に関する制限 

３－５ 一括受電方式の導入の有無 

４．大規模修繕計画 

４－１ 大規模修繕工事実施予定の有無 

４－２ 修繕積立金の徴収の有無 

５．アスベスト使用調査の内容 

５－１ 調査の実施・結果の記録 

６．専門家の活用 

６－１ 専門的知識を有する者の活用 

７．備考 

７－１ 専有部向けサービスの有無 
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１．保険 

 

１－１ 共用部分に付保している損害保険の有無 □ 有 

  □ 火災保険（マンション総合保険）  

  □ 店舗総合保険  

  □ 地震保険 

  □ 水災担保特約 

  □ 個人賠償責任保険特約  

  □ 施設賠償責任保険特約 

  □ その他（自由記載：○○） 

□ 無 

 

■確認対象書類 

   ・保険証券の写し 

 

＜留意点＞ 

・評価時点の加入状況に応じて、該当するもの、全てを選択する。 

 

 

１－２ 契約保険会社名 □ あいおいニッセイ同和損害保険 

□ 損保ジャパン 

□ 東京海上日動火災保険 

□ 三井住友海上火災保険 

□ その他（自由記載：○○） 

 

■確認対象書類 

   ・保険証券の写し 
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２．管理組合収支 

 

２－１ 借入金の有無 残高 

【認定申請項目】 

□ 無 

□ 有 

   ・借入金額の残額 ○○円 （直近、決算時） 

   ・返済期間 ○○年間 （借入した時点） 

   ・完済年月 （例：２０××年 ○月） 

 

■確認対象書類 

・直近の貸借対照表、金銭消費貸借契約書、借入金の返済明細書 等 

 

＜留意点＞ 

・複数ある場合は、返済期が最も遅いものを記入する。 

・直近の貸借対照表の借入金残高の有無、借入をした時の金融機関との契約書、借入金の返済明細書等で確認 

する。 
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３．専有部分使用規制 

 

３－１ 住宅宿泊事業への使用可否 □ 可 

  □ 家主居住型 

  □ 家主同居型 

  □ 家主不在型 

□ 不可 

□ 不明 

 

■確認対象書類 

   ・管理規約 等 

 

＜留意点＞ 

・住宅宿泊事業への使用を可能とし、中でも複数形態を可能とする場合は、該当する形態全てを選択する。 

 

 

３－２ ペットの飼育の可否 □ 可 

□ 不可 

３－３ 専有部分内工事の制限の有無 □ 可 

□ 不可 

３－４ 楽器等音に関する制限 □ 可 

□ 不可 

 

■確認対象書類 

・管理規約、使用細則 等 

 

＜留意点＞ 

・ペット飼育の可否は管理規約等、飼育条件の詳細は細則等から確認する。 

・同様に、専有部分内の工事に関しては、「工事」に関する規約・細則の規定の有無で判断し、楽器の演奏では 

「演奏」に関する規約・細則の規定の有無で判断をする。 
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３－５ 一括受電方式の導入の有無 □ 有   

・導入有の場合（契約先 ：○○電力株式会社） 

        （契約期間：○年○月～○年○月） 

□ 無 

 

■確認対象書類 

   ・総会議事録、電力会社との契約書 等 

 

＜留意点＞ 

・一括受電の導入を審議した総会議事録から確認する。 

・複数ある場合は、契約満了日が最も遅いものを記入する。 
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４．大規模修繕計画 

 

４－１ 大規模修繕工事実施予定の有無 □ 有 

 ・工事概要：×××× 

 ・実施予定時期：●●年○○月 

□ 検討中 

□ 無 

 

■確認対象書類 

・理事会議事録、総会議事録、総会議案書 等 

 

＜留意点＞ 

・予定ありとは、総会で承認されている場合又は総会上程されることが決定している場合を指し、検討中とは 

理事会で検討されている場合を指す。（管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン参照） 

・検討が行われていない場合は、無とする。 

・総会で承認されている場合は、総会議事録、上程することが決定している場合は議案書で確認する。 

・大規模修繕工事の実施が予定されている全てにおいて、工事概要及び実施予定時期を記入する。 

・大規模修繕対象部位等は、屋根、外壁、内壁、バルコニー、鉄部、給水管設備、排水管設備、電気幹線設備、ガス 

配管設備、エレベーター設備、その他とする。 

 

 

４－２ 修繕積立金の徴収の有無 □ 有 

□ 無 

 

■確認対象書類 

   ・決算書、管理規約 等 
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５．アスベスト使用調査の内容 

 

５－１ 調査の実施・結果の記録 □ 対象外 

□ アスベスト使用調査実施済 

□ 結果、アスベスト使用なし 

□ 結果、アスベスト使用しているが改修済 

□ 結果、アスベスト使用しているが改修計画を立てた 

□ 結果、アスベスト使用しているが改修計画もない 

□ アスベスト使用調査未実施 

□ その他（自由記載） 

 

■確認対象書類 

・調査報告書 等 

 

＜留意点＞ 

・調査を実施した時の記録を確認する。 

・アスベストは、建設時に使用されたか否かの確認が困難であり、対象物件を年次で区切ったり、竣工図書だけ 

から判定することは難しいため、調査を実施した場合の有無を客観情報で表示することとしている。 

・平成 18年 9月 1日以降の建築物は、対象外に当てはまる。 

・調査機関、調査内容、調査結果を別途記載することも可。 

・取引対象のマンションについてアスベストの使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を 

記入するか調査結果の写しを添付することでも差し支えない。なお、管理組合の要請等に基づき提出した吹 

付け アスベスト（石綿）使用の有無に関する報告書等（下図参照）も調査結果に該当できる。（管理に係る重要 

事項調査報告書作成に関するガイドライン参照） 
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６．専門家の活用 

 

６－１ 専門的知識を有する者の活用 □ 有 

  □ マンション管理士 

  □ 弁護士 

  □ 司法書士 

  □ 建築士 

  □ 行政書士 

  □ 公認会計士・税理士 

  □ マンションリフォームマネージャー 

  □ その他 （自由記載：○○○○） 

□ 無 

 

■確認対象書類 

・管理規約、総会議事録、業務委託契約書 等 
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７．備考 

 

７－１ 専有部向けサービス □ 有 

□ 無 

 

■確認対象書類 

・業務委託契約書 等 

 

＜留意点＞ 

・管理組合で専有部向けサービスを契約している場合は、同契約書によって確認する。 

・戸別により対応がされている場合は、管理会社または,管理者にヒヤリングして確認する。 

・専有部サービスの例としては、住まいのトラブル駆けつけサービスやハウスクリーニング、家事代行サービス 

等の提供・紹介が含まれる。 

・管理会社が専有部向けサービスを提供している場合は「有」。 

・管理組合が、専有部向けサービスを提供している業者と契約している場合は「有」。 

・管理員が、求めに応じて専門業者を紹介している場合は、専有部向けサービス「無」に該当する。 
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４．評価・登録情報の考え方 

 

Ⅳ．維持管理情報 

 

１．雑排水管清掃の実施状況（共用・専有排水管）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ4８ 

 

２．消防用設備点検の実施率（専有部分内の感知器等の点検実施率）  ※対象外 

 

３．配管の材質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４９ 

 

４．配管工事の履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ5３ 

 

５．大規模修繕工事（外壁塗装工事を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５９ 

 

６．屋上防水工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ6０ 

 

７．ベランダ防水工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ6１ 

 

８．事故歴（直近事業年度１年間における事故分類）・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ6２ 
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マンション管理適正評価制度の維持管理評価項目は、下表に示す６３項目である。 

１．雑排水管清掃の実施状況 （共用・専有排水管） 

１－１ 実施の有無 （作業の実施年月） 

１－２ 雑排水管清掃の実施状況 

１－３ 雑排水管清掃の実施周期 

２．消防用設備点検の実施率 （専有部分内の感知器等の点検実施率） ※対象外 

３．配管の材質 

３－１ 給水管 

① 専有部分 

② 専有部分（戸別一括交換） 

③ 共用部分 

３－２ 雑排水管 

① 専有部分 

② 専有部分（戸別一括交換） 

③ 共用部分 

３－３ 給湯管 

① 専有部分 

② 専有部分（戸別一括交換） 

③ 共用部分 

３－４ 汚水管 

① 専有部分 

② 専有部分（戸別一括交換） 

③ 共用部分 

４．配管工事の履歴 

４－１ 給水管 

① 専有部分 

② 共用部分 

４－２ 雑排水管 

① 専有部分 

② 共用部分 

４－３ 給湯管 

① 専有部分 

② 共用部分 

４－４ 汚水管 

① 専有部分 

② 共用部分 
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５．大規模修繕工事 （外壁塗装工事を含む） 

５－１ 実施の有無 

５－２ 大規模修繕工事実施時期の適切性（外壁塗装工事を含むこと） 

５－３ 大規模修繕工事実施後の点検の実施 

５－４ 点検結果の状態 

６．屋上防水工事 

６－１ 実施の有無 

６－２ 屋上防水工事実施時期の適切性 

６－３ 屋上防水工事実施後の点検の実施 

６－４ 点検結果の状態 

７．ベランダ防水工事 

７－１ 実施の有無 

７－２ ベランダ防水工事実施時期の適切性 

７－３ ベランダ防水工事実施後の点検の実施 

７－４ 点検結果の状態 

８．事故歴 （直近事業年度１年間における事故分類） 

８－１ 配管からの漏水事故 

８－２ こぼし水の漏水事故（配管以外、雨漏り以外） 
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１．雑排水管清掃の実施状況（共用・専有排水管） 

 

項番 項目 右記回答内容 

１－１ 実施の有無 

（作業の実施年月） 

□ 実施あり 

・作業の実施年月（西暦）  年  月 

□ 実施なし 

□ 不明 

１－２ 雑排水管清掃の実施状況 （%）※実施戸数/対象戸数 

１－３ 雑排水管清掃の実施周期 □ 初めて実施 

□ 年１回 

□ ２年に１回 

□ ３年に１回 

□ その他（不定期含む） 

 

（１）確認対象書類 

・雑排水管清掃完了報告書の中で各回答内容が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

    ・雑排水管清掃実施の有無 

   ・雑排水管清掃の実施年月 

   ・雑排水管清掃の実施状況 ※実施率(実施戸数 / 対象戸数) 

    ・雑排水管清掃の実施周期 

  

（３）確認方法 

   ・実施の有無/実施の年月はマンション名・実施月等の記載に基づき確認する。 

   ・実施状況の実施率は清掃した実施戸数を対象戸数で除した数字の記載に基づき確認する。(小数点以下四 

捨五入) 

   ・実施周期は前回の清掃実施月と直近の清掃実施月の間隔を確認する。 

 

＜確認する上での留意点＞ 

① 直近の管理組合に提出したもの又は提出予定の「雑排水管清掃完了報告書」に基づいて確認するものとする。 

② 雑排水管は台所・浴室・洗面所・洗濯パンに接続している配管である。 
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２．消防用設備点検の実施率 （専有部分内の感知器等の点検実施率） ※令和４年４月時点、対象外 

 

３．配管の材質 

 

項番 項目 右記回答内容 

３－１ 給水管 

①専有部分  新築時又は全戸一括更新後の管の種類 

□ 金属系 

□ ステンレス系 

□ 非金属系 

□ 不明 

②専有部分 （戸別一括交換） □ 確認できる 

□ 確認できない（不明を含む） 

③共用部分 新築時又は一括更新後の管の種類 

□ 金属系 

□ ステンレス系 

□ 非金属系 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・設計図書・仕様書等で給水管の材質が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

   ・専有部分の給水管の新築時又は全戸一括交換した配管の材質 

   ・専有部分の給水管を戸別に一括交換した配管の材質 

   ・共用部分の給水管の新築時又は一括交換した配管の材質 

 

（３）確認方法 

   ・専有部分/共用部分の給水管の新築時又は全戸一括交換した配管の材質は設計図書・仕様書等の記載に基づ 

き確認する 

   ・専有部分の給水管を戸別に一括交換した配管の材質は修繕等工事申請書に添付されている仕様書等の記載 

に基づき確認する。確認ができなければ不明とする。 

 

＜確認する上での留意点＞ 

漏水等に伴い配管の一部を交換した場合は対象外とする。 
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項番 項目 右記回答内容 

３－２ 雑排水管 

①専有部分  新築時又は全戸一括更新後の管の種類 

□ 金属系 

□ ステンレス系 

□ 非金属系 

□ 不明 

②専有部分 （戸別一括交換） □ 確認できる 

□ 確認できない（不明を含む） 

③共用部分 新築時又は一括更新後の管の種類 

□ 金属系 

□ ステンレス系 

□ 非金属系 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・設計図書・仕様書等で材質が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

 ・専有部分の雑排水管の新築時又は全戸一括交換した配管の材質 

   ・専有部分の雑排水管を戸別に一括交換した配管の材質 

   ・共用部分の雑排水管の新築時又は一括交換した配管の材質 

 

（３）確認方法 

   ・専有部分/共用部分の雑排水管の新築時又は全戸一括交換した配管の材質は設計図書・仕様書等の記載に基 

づき確認する。 

   ・専有部分の雑排水管を戸別に一括交換した配管の材質は修繕等工事申請書に添付されている仕様書等の記 

載に基づき確認する。確認ができなければ不明とする。 

 

＜確認する上での留意点＞ 

・漏水等に伴い配管の一部を交換した場合は対象外とする。 

・雑排水管は台所・浴室・洗面所・洗濯パンに接続している配管である。 
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項番 項目 右記回答内容 

３－３ 給湯管 

①専有部分  新築時又は全戸一括更新後の管の種類 

□ 金属系 

□ ステンレス系 

□ 非金属系 

□ 不明 

②専有部分 （戸別一括交換） □ 確認できる 

□ 確認できない（不明を含む） 

③共用部分 新築時又は一括更新後の管の種類 

□ 金属系 

□ ステンレス系 

□ 非金属系 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・設計図書・仕様書等で材質が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

   ・専有部分の給湯管の新築時又は全戸一括交換した配管の材質 

   ・専有部分の給湯管を戸別に一括交換した配管の材質 

   ・共用部分の給湯管の新築時又は一括交換した配管の材質 

 

（３）確認方法 

   ・専有部分/共用部分の給湯管の新築時又は全戸一括交換した配管の材質は設計図書・仕様書等の記載に基づ 

き確認する。 

   ・専有部分の給湯管を戸別に一括交換した配管の材質は修繕等工事申請書に添付されている仕様書等の記載 

に基づき確認する。確認ができなければ不明とする。 

 

＜確認する上での留意点＞ 

漏水等に伴い配管の一部を交換した場合は対象外とする。 

共用部分の給湯管はセントラル給湯方式でボイラー等から各住戸までの配管である。 

 

 

 

 

 



52 

 

項番 項目 右記回答内容 

３－４ 汚水管 

専有部分  新築時又は全戸一括更新後の管の種類 

□ 金属系 

□ ステンレス系 

□ 非金属系 

□ 不明 

専有部分 （戸別一括交換）  

共用部分 新築時又は一括更新後の管の種類 

□ 金属系 

□ ステンレス系 

□ 非金属系 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・設計図書・仕様書等で材質が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

   ・専有部分の汚水管の新築時又は全戸一括交換した配管の材質 

   ・専有部分の汚水管を戸別に一括交換した配管の材質 

   ・共用部分の汚水管の新築時又は一括交換した配管の材質 

 

（３）確認方法 

   ・専有部分/共用部分の汚水管の新築時又は全戸一括交換した配管の材質は設計図書・仕様書等の記載に基づ 

き確認する。 

   ・専有部分の汚水管を戸別に一括交換した配管の材質は修繕等工事申請書に添付されている仕様書等の記載 

に基づき確認する。確認ができなければ不明とする。 

 

＜確認する上での留意点＞ 

・漏水に伴い配管の一部を交換した場合は対象外とする。 

・汚水管はトイレに接続している配管である。 
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４．配管工事の履歴 

 

項番 項目 右記回答内容 

４－１ 給水管 

①専有部分 

更生・更新（最新の全戸一括工事実績） □ 更生 

□ 更新 

□ 未実施 

□ 不明 

□ 対象外 

更生・更新(最新の全戸一括工事実施時期) 上記更新・更生の場合 

（西暦）   年  月 

工事内容の記録の有無 □ 記録あり 

□ 記録なし（未整備） 

□ 不明 

②共用部分 

更生・更新（最新の一括工事実績） □ 更生 

□ 更新 

□ 未実施 

□ 不明 

□ 対象外 

更生・更新(最新の一括工事実施時期) 上記更新・更生の場合 

（西暦）    年  月 

機能を維持するための日常修繕等の実施の有無 □ 適宜実施 

□ 検討中 

□ 未対応 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・請負契約書、設計図書・仕様書・修繕履歴等の中で各回答内容が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

   ・専有部分/共用部分の給水管の更生・更新(最新の一括工事実績) 

    ・専有部分/共用部分の給水管の更生・更新工事(最新の一括工事の実施時期) 

   ・専有部分の給水管の工事内容の記録の有無 

   ・共用部分の給水管の日常修繕等の記録の有無 
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（３）確認方法 

   ・工事実績や実施時期は請負契約書の記載に基づき確認する 

   ・専有部分の工事内容の記録の有無は細則等で届出・承認事項の定め等に基づいた記録を確認する。 

確認ができなければ不明とする。 

   ・日常修理等の実施の有無は修繕履歴等の記載に基づき確認する。確認ができなければ不明とする。 

 

 

項番 項目 右記回答内容 

４－２ 雑排水管 

①専有部分 

更生・更新（最新の全戸一括工事実績） □ 更生 

□ 更新 

□ 未実施 

□ 不明 

□ 対象外 

更生・更新(最新の全戸一括工事実施時期) 上記更新・更生の場合 

（西暦）   年   月 

工事内容の記録の有無 □ 記録あり 

□ 記録なし（未整備） 

□ 不明 

②共用部分 

更生・更新（最新の一括工事実績） □ 更生 

□ 更新 

□ 未実施 

□ 不明 

□ 対象外 

更生・更新工事実施時期 上記更新・更生の場合 

（西暦）     年   月 

機能を維持するための日常修繕等の実施の有無 □ 適宜実施 

□ 検討中 

□ 未対応 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・請負契約書、設計図書・仕様書・修繕履歴等で各回答内容が確認できる資料 
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（２）確認事項 

   ・専有部分/共用部分の雑排水管の更生・更新(最新の一括工事実績) 

    ・専有部分/共用部分の雑排水管の更生・更新(最新の一括工事の実施時期) 

   ・専有部分の雑排水管の工事内容の記録の有無 

   ・共用部分の雑排水管の日常修繕等の記録の有無 

 

（３）確認方法 

   ・工事実績や実施時期は請負契約書の記載に基づき確認する。 

   ・専有部分の工事内容の記録の有無は細則等で届出・承認事項の定め等に基づいた記録を確認する。 

確認ができなければ不明とする。 

   ・日常修理等の実施の有無は修繕履歴等の記載に基づき確認する。確認ができなければ不明とする。 

 

＜確認する上での留意点＞ 

雑排水管は台所・浴室・洗面所・洗濯パンに接続している配管である。 
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項番 項目 右記回答内容 

４－３ 給湯管 

①専有部分 

更生・更新（最新の全戸一括工事実績） □ 更生 

□ 更新 

□ 未実施 

□ 不明 

□ 対象外 

更生・更新(最新の全戸一括工事実施時期) 上記更新・更生の場合 

（西暦）   年  月 

工事内容の記録の有無 □ 記録あり 

□ 記録なし（未整備） 

□ 不明 

②共用部分 

更生・更新（最新の一括工事実績） □ 更生 

□ 更新 

□ 未実施 

□ 不明 

□ 対象外 

更生・更新(最新の一括工事実施時期) 上記更新・更生の場合 

（西暦）   年   月 

機能を維持するための日常修繕等の実施の有無 □ 適宜実施 

□ 検討中 

□ 未対応 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・請負契約書、設計図書・仕様書・修繕履歴等で各回答内容が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

   ・専有部分/共用部分の給湯管の更生・更新(最新の一括工事実績) 

    ・専有部分/共用部分の給湯管の更生・更新(最新の一括工事の実施時期) 

   ・専有部分の給湯管の工事内容の記録の有無 

   ・共用部分の給湯管の日常修繕等の記録の有無 
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（３）確認方法 

   ・工事内容、工事実施日等は請負契約書等の記載に基づき確認する 

   ・専有部分の工事内容の記録の有無は細則等で届出・承認事項の定め等に基づいた記録を確認する。 

確認ができなければ不明とする。 

   ・日常修理等の実施の有無は修繕履歴等の記載に基づきを確認する。確認ができなければ不明とする。 

 

 

項番 項目 右記回答内容 

４－４ 汚水管 

①専有部分 

更生・更新（最新の全戸一括工事実績） □ 更生 

□ 更新 

□ 未実施 

□ 不明 

□ 対象外 

更生・更新(最新の全戸一括工事実施時期) 上記更新・更生の場合 

（西暦）   年   月 

工事内容の記録の有無（細則等で届出・承認事項

と定めあり） 

□ 記録あり 

□ 記録なし（未整備） 

□ 不明 

②共用部分 

更生・更新（最新の一括工事実績） □ 更生 

□ 更新 

□ 未実施 

□ 不明 

□ 対象外 

更生・更新工事実施時期 上記更新・更生の場合 

（西暦）   年   月 

機能を維持するための日常修繕等の実施の有無 □ 適宜実施 

□ 検討中 

□ 未対応 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・請負契約書、設計図書・仕様書・修繕履歴等で各回答内容が確認できる資料 
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（２）確認事項 

   ・専有部分/共用部分の汚水管の更生・更新(最新の一括工事実績) 

    ・専有部分/共用部分の汚水管の更生・更新(最新の一括工事の実施時期) 

   ・専有部分の汚水管の工事内容の記録の有無 

   ・共用部分の汚水管の日常修繕等の記録の有無 

 

（３）確認方法 

   ・工事内容、工事実施日等は請負契約書等の記載に基づき確認する 

   ・専有部分の工事内容の記録の有無は細則等で届出・承認事項の定め等に基づいた記録を確認する。 

確認ができなければ不明とする。 

   ・日常修理等の実施の有無は修繕履歴等の記載に基づき確認する。確認ができなければ不明とする。 

 

＜確認する上での留意点＞ 

汚水管はトイレに接続している配管である。 
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５．大規模修繕工事（外壁塗装工事を含む） 

 

項番 項目 右記回答内容 

５－１ 実施の有無 □ 実施あり 

□ 実施なし（不明含む） 

５－２ 大規模修繕工事実施時期の適切性 （外壁塗装工

事を含むこと） 

工事完成年月 （西暦）   年   月 

完成工事の長期修繕計画上の予定年 

 （西暦）   年 

大規模修繕工事周期 （  年周期） 

５－３ 大規模修繕工事実施後の点検の実施 □ 1年後 

□ 2～3年 

□ 4～5年 

□ 5年以上 

□ 不定期 

□ 実施していない（不明含む） 

５－４ 点検結果の状態 □ 異常なし 

□ 異常あり（補修予定/補修未定） 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・請負契約書・工事完了報告書・長期修繕計画書・点検結果報告書等で各回答内容が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

   ・工事実施の有無 

   ・工事実施時期の適切性 

   ・大規模修繕工事周期 

   ・大規模修繕工事実施後の点検の実施 

   ・点検結果の状態 

 

（３）確認方法 

   ・実施の有無/工事完成年月日等は工事完了報告書等の記載に基づき確認する。 

   ・大規模修繕工事実施時期の適切性は工事実施時期と長期修繕計画上の予定年の記載に基づき確認する。 

   ・大規模修繕工事の周期は前回の大規模修繕工事の請負契約書等又はその工事を計画してい（る）た長期 

修繕計画書の記載に基づき確認する。 

   ・大規模修繕工事実施後の点検の実施は請負契約書等の記載に基づき確認する。（工事後の施工業者による 

アフターサービス以外で専門家が行うものとする。） 

   ・点検結果の状態は点検結果報告書等の記載に基づき確認する。 
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６．屋上防水工事 

 

項番 項目 右記回答内容 

６－１ 実施の有無 □ 実施あり 

□ 実施なし（不明含む） 

６－２ 屋上防水工事実施時期の適切性 工事完成年月(西暦)    年  月 

完成工事の長期修繕計画上の予定年 

 （西暦）     年 

屋上防水工事周期 （  年周期） 

６－３ 屋上防水工事実施後の点検の実施 □ 毎年 

□ 2～3年毎 

□ 4～5年毎 

□ 不定期 

□ 実施していない（不明含む） 

６－４ 点検結果の状態 □ 異常なし 

□ 異常あり（補修予定/補修未定） 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・請負契約書・工事完了報告書・長期修繕計画書・点検結果報告書等で各回答内容が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

   ・工事の実施の有無 

   ・工事実施時期の適切性 

   ・完成工事の長期修繕計画上の予定年 

   ・屋上防水工事周期 

   ・屋上防水工事実施後の点検の実施 

   ・点検結果の状態 

 

（３）確認方法 

   ・実施の有無/工事完成年月日等は工事完了報告書等の記載に基づき確認する。 

   ・屋上防水工事実施時期の適切性は工事実施時期と長期修繕計画上の予定年の記載に基づき確認する。 

   ・屋上防水工事の周期は前回の屋上防水工事の請負契約書等又はその工事を計画してい（る）た長期修繕 

計画書の記載に基づき確認する。 

   ・屋上防水工事実施後の点検の実施は請負契約書等の記載に基づき確認する。（工事後の施工業者による 

アフターサービス以外で専門家が行うものとする。） 

   ・点検結果の状態は点検結果報告書等の記載に基づき確認する。 
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７．ベランダ防水工事 

 

項番 項目 右記回答内容 

７－１ 実施の有無 □ 実施あり 

□ 実施なし（不明含む） 

７－２ ベランダ防水工事実施時期の適切性 工事完成年月 （西暦）   年  月 

完成工事の長期修繕計画上の予定年 

 （西暦）   年 

ベランダ防水工事周期 （  年周期） 

７－３ ベランダ防水工事実施後の点検の実施 □ 毎年 

□ 2～3年毎 

□ 4～5年毎 

□ 不定期 

□ 実施していない（不明含む） 

７－４ 点検結果の状態 □ 異常なし 

□ 異常あり（補修予定/補修未定） 

□ 不明 

 

（１）確認対象書類 

・請負契約書・工事完了報告書・長期修繕計画書・点検結果報告書等で各回答内容が確認できる資料 

 

（２）確認事項 

   ・工事の実施の有無 

   ・工事実施時期の適切性 

   ・完成工事の長期修繕計画上の予定年 

   ・ベランダ防水工事周期 

   ・ベランダ防水工事実施後の点検の実施 

   ・点検結果の状態 

 

（３）確認方法 

   ・実施の有無/工事完成年月日等は工事完了報告書等の記載に基づき確認する。 

   ・ベランダ防水工事実施時期の適切性は工事実施時期と長期修繕計画上の予定年の記載に基づき確認する。 

   ・ベランダ防水工事の周期は前回のベランダ防水工事の請負契約書等又はその工事を計画してい（る）た長期 

修繕計画書の記載に基づき確認する。 

   ・ベランダ防水工事実施後の点検の実施は請負契約書等の記載に基づき確認する。（工事後の施工業者による 

アフターサービス以外で専門家が行うものとする。） 

   ・点検結果の状態は点検結果報告書等の記載に基づき確認する。 
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８．事故歴（直近事業年度１年間における事故分類） 

 

項番 項目 右記回答内容 

８－１ 配管からの漏水事故 

【原因】共用→【被害】専有 （賠償責任） 事故の有無 （保険金受取ベース） 

 ➡有の場合は、その件数 （  件） 

【原因】専有→【被害】共用 （賠償責任） 事故の有無 （保険金受取ベース） 

 ➡有の場合は、その件数 （  件） 

【原因】専有→【被害】専有 （賠償責任） 事故の有無 （保険金受取ベース） 

 ➡有の場合は、その件数 （  件） 

８－２ こぼし水の漏水事故（配管以外、雨漏り以外） 

【原因】共用→【被害】専有 事故の有無 （保険金受取ベース） 

 ➡有の場合は、その件数 （  件） 

【原因】専有→【被害】共用 事故の有無 （保険金受取ベース） 

 ➡有の場合は、その件数 （  件） 

【原因】専有→【被害】専有 事故の有無 （保険金受取ベース） 

 ➡有の場合は、その件数 （  件） 

 

（１）確認対象書類 

・保険会社へ提出する事故報告書等、直近事業年度 1年間において保険金を受け取った事故歴が確認できる 

資料 

 

（２）確認事項 

   ・配管からの漏水事故の原因ごとの件数 

   ・こぼし水の漏水事故の原因ごとの件数 

 

（３）確認方法 

   ・漏水事故の原因ごとの件数は保険金を受け取った事故の保険会社へ提出する事故報告書等の記載に基づき 

確認する。 

 

＜確認する上での留意点＞ 

事故の有無は事故報告書等を保険会社へ提出し保険金を受け取った事故に限定する。 
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図表：維持管理情報の登録に関する材質の一例 
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４．評価・登録情報の考え方 

 

Ⅴ．等級評価 

 

１．管理体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７１ 

 

２．建築・設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７９ 

 

３．管理組合収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ9０ 

 

４．耐震診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０５ 

 

５．生活関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０７ 
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マンション管理適正評価制度の等級評価項目は、下表に示す３０項目となります。 

※当マニュアルにおいて、国の認定基準（項番   部分）に係る項目ついては、国土交通省の「マンションの管理計画認定に関する事務

ガイドライン」（以下、「認定事務ガイドライン」という。）の内容に照らして、確認方法等を記載しておりますが、「認定事務ガイドライン」

の参照ページも記載しておりますので、そちらも併せてご確認ください。 

項番 評価項目 評価内容 結果 配点 

１ 管理体制 20P 

1-1 管理者等の設置 管理者等及び監事が選任されているか。 
○ 1 

× -5 

1-2 集会（総会）の開催 年１回以上開催されているか。 
○ 4 

× -5 

1-3 総会議事録 直近５年分の総会議事録が保管されているか。 
○ 4 

× -5 

1-4 管理規約の有無 規約原本又は現に有効な規約があるか。 
○ 3 

× 0 

1-5 管理規約への規定の有無 
管理計画認定基準項目に掲げられている内容が管理規約に規定さ

れているか。 

○ 4 

× 0 

1-6 規約改正状況 

標準管理規約に準拠して、主要な改正項目が規定されているか。 

 

 ◎：すべて規定されている 

 ○：５～７項目規定されている 

 ▲：１～４項目規定されている 

 ×：すべて規定されていない 

 

□ 暴力団等の排除規定（第 19条の２、第 36条の２） ※いず 

れかが欠けている場合は「×」 

□ 専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった部分 

の管理を管理組合が行うことができる定め（第 21条） 

□ 災害時の管理組合の意思決定の定め（第 21条（敷地・共用部 

分等の管理）、第 54条（理事会議決事項）） ※いずれかが欠 

けている場合は「×」 

□ 開口部等の改良工事は、管理組合が速やかに実施できない場 

合区分所有者の責任と負担で実施できる定め（第 22条）  

□ 修繕積立金に関する定め（第 25条）、修繕積立金の区分経理 

とする定め（第 28条） ※いずれかが欠けている場合は「×」 

□ 役員の欠格条件（第 36条の２）及び利益相反取引の禁止規 

定（第 37条の２） ※いずれかが欠けている場合は「×」 

□ 監事の権限の明確化の定め（第 41条） 

□ 管理費等の滞納に対する措置の定め（第 60条） 

◎ 4 

○ 2 

▲ 1 

× 0 
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項番 評価項目 評価内容 結果 配点 

 

2 建築・設備 20P 

2-1 

【建築基準法】 

㋐ 特定建築物定期調査 
実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

【建築基準法】 

㋑ 建築設備定期検査 
実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

【建築基準法】 

㋒ 昇降機（エレベーター） 

定期検査 

実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

【水道法】 

㋓ 専用水道定期水質検査 
実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

【水道法】 

㋔ 簡易専用水道管理状況 

検査 

実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

【水道法】 

㋕ 貯水槽の清掃（水道法 

施行規則に基づく） 

実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

【浄化槽法】 

㋖ 浄化槽の保守点検、清 

掃、定期検査 

実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

【消防法】 

㋗ 消防用設備等点検 
実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

【電気事業法】 

㋘ 自家用電気工作物定期 

点検 

実施状況及び報告書の保管があるか。 

○ 0 

× -5 

2-２ 長期修繕計画の有無 

長期修繕計画が作成されているか。 

 

 ○：総会承認の長期修繕計画書あり （要件に準拠している） 

 ▲：総会承認の長期修繕計画書あり （要件に準拠していない） 

 ×：長期修繕計画書なし 

 （又は長期修繕計画書はあるが、総会承認されていない） 

○ 10 

▲ 5 

× -5 

2-３ 
直近５年間の共用部分の修

繕等の履歴情報 

直近５年間の共用部分の修繕等の竣工図書の保管があるか。 

 

 ◎：履歴情報があり、該当工事の竣工図書等も保管できている 

 ○：履歴情報はあるが、該当工事の竣工図書等は保管できていない 

◎ 10 

○ 5 
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項番 評価項目 評価内容 結果 配点 

 ×：履歴情報がない 

 ◎：修繕実績がない 

 （直近５年間において修繕積立金会計からの支出がない） 

× ０ 

3 管理組合収支 40P 

3-1 
管理費と修繕積立金の区

分経理 
管理費会計と修繕積立金会計の区分経理がされているか。 

○ 2 

× -2 

3-2 管理費会計収支 
修繕積立金会計から他の会計（管理費会計等）への充当がされて

いないか。 

○ 5 

× -5 

3-3 修繕積立金会計収支 

修繕積立金の資金計画の設定 

（均等積立方式の場合）  

 □12ｐ：計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い＋管理 

組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入どおりに徴収 

 □7ｐ ：計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い＋管理 

組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入未満 

（段階増額方式の場合） 

 □10p：計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い＋管理 

組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入どおりに徴収 

 □5p ：計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い＋管理 

組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入未満 

 □8ｐ ：計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多いが一時 

金の設定あり＋管理組合の年度収入額が長期修繕計画上の年 

度収入どおりに徴収 

 □3ｐ ：計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多いが一時 

金の設定あり＋管理組合の年度収入額が長期修繕計画上の年 

度収入未満  

 □0ｐ ：長期修繕計画書なし 

 （又は長期修繕計画書はあるが、総会承認されていない） 

均等 

12 

7 

段階 

10 

8 

5 

3 

× 0 

3-4 

管理費滞納額 

【戸数】 

直前の事業年度の終了の日時点における、管理費の滞納発生状況 

 ○：滞納住戸数 ０～３％以内 

 ▲：滞納住戸数 ３%超～１０％以内 

 ×：滞納住戸数 １０％超 

○ 4 

▲ 0 

× -4 

【期間】 

直前の事業年度の終了の日時点における、管理費の滞納期間及び 

その対応状況 

 ◎：０～６か月未満 

 ○：６か月以上で且つ理事会等において法的手続き等の対応方 

◎ 4 

○ 2 
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項番 評価項目 評価内容 結果 配点 

針が決定されている 

 ▲：６か月以上で且つ理事会等において法的手続き等の対応に 

ついて検討中である 

 ×：６か月以上で且つ法的手続き等の対応について検討をして 

いない 

▲ 0 

× -4 

3-４ 【滞納率】 

直前の事業年度の終了の日時点における、管理費の３ヶ月以上の

滞納状況 

 

 ○：滞納率 0～10％以内 

 ▲：滞納率 10%超～20％以内 

 ×：滞納率 20％超 

○ 4 

▲ 0 

× -4 

3-５ 
修繕積立金滞納額 

【滞納率】 

直前の事業年度の終了の日時点における、修繕積立金の３ヶ月以

上の滞納状況 

 

 ○：滞納率 0～10％以内 

 ▲：滞納率 10%超～20％以内 

 ×：滞納率 20％超 

○ 4 

▲ 0 

× -4 

3-６ 修繕積立金の額 修繕積立金の額が著しく低額でないか。 
○ 5 

× -5 

4 耐震診断 10P 

4-1 耐震性（耐震診断の実施） 

 ◎：新耐震基準の建物である 

 

耐震診断及び耐震改修の実施状況 

（建築確認済証の交付年月日が昭和 56年 5月 31日以前の建物） 

 ◎：実施済、耐震性に問題なし 

 ◎：実施済、耐震性に問題あり、改修済 

 ○：実施済、耐震性に問題あり、改修予定（総会決議済） 

 ▲：実施済、耐震性に問題あり、改修予定無（総会未決議） 

 

 ×：未実施 

◎ 10 

○ 5 

▲ 2 

× 0 

5 生活関連 10P 

5-1 緊急対応 

設備等の警報発報による緊急対応の体制 

 

 ○：有 （２４時間有人対応） ※住込管理員のみの対応は対象外 

 ○：有 （共用部分+ホームセキュリティ対応） 

 ▲：有 （共用部分+オンコール（緊急時の電話受付による）対応） 

 ×：無 

○ 3 

▲ 1 

× 0 
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項番 評価項目 評価内容 結果 配点 

5-2 消防訓練の実施状況 

法令上の義務に基づく当該事業年度内の消防訓練の実施状況 

 

 ○：実施している（法令上対象外も含む） 

 ▲：対象外 

×：実施していない 

○ 3 

▲ 0 

× -5 

5-3 名簿の整備状況 区分所有者名簿及び居住者名簿を備えているか。 
○ 1 

× 0 

5-4 防災対策 

災害への対策が講じられているか。（全８項目） 

 

 ◎：６項目以上 

 ○：３項目～５項目 

 ▲：１項目～２項目 

 ×：０項目 

 

 □ 消防計画の作成及び周知、防火管理者の選任 

 □ 災害時の避難場所の周知 

 □ 災害対応マニュアル等の作成・配付 

 □ ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知 

 □ 災害時に必要となる道具・備品等の備蓄 

 □ 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿が作成されている 

 □ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備 

 □ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報収集・提供体 

制の整備 

◎ 3 

○ 2 

▲ 1 

× 0 

       

※ 等級評価結果 

各評価項目における獲得ポイントによる多段階評価（★）表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★ ： 90 ～ 100 点　　  　 ： 特に優れている

★★★★☆ ： 70 ～ 89 点　　 　 ： 優れている

★★★☆☆ ： 50 ～ 69 点　　  　 ： 良好

★★☆☆☆ ： 20 ～ 49 点　　 　 ： 改善が必要

★☆☆☆☆ ： 1 ～ 19 点　　  　 ： 管理に問題あるが、情報開示あり

☆☆☆☆☆ ： 0 点以下 ： 管理不全の疑いあり
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１．管理体制 

      

項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準 

適否 

１－１ 

 

 

 

管理者等の設置 

【国認定基準】※ 

○：管理者等及び監事が選任されている 

  □：管理者等 

  □：監事 

    （監事の氏名又は名称：○○○○） 

１Ｐ ○ 

×：管理者等及び監事、又はどちらか一方が選任されて 

いない。 
－５Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P２３・P２７参照 

 

◆管理者等が定められていること 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・管理者等を選任することを決議した集会（総会）の議事録の写し 

・管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより管理者等が選任されたこ 

とを証する書類（理事会の議事録の写し等）  

 

（２）確認事項 

・集会（総会）の議事録で管理者等が定められていること 

・管理者等に係る特別の定めの有無（特別な定めがある場合には、管理者等の選任に係る記載及び当該記載に

基づいて選任していること） 

・議事録が有効なものであること（署名（又は電子署名）があること）  

 

（３）確認方法 

・集会（総会）の議事録で管理者等が置かれていることを確認する。 

・管理規約に管理者等の特別の定めがある場合、規約の定めるところにより管理者等が定められたことを証す 

る書類（理事会の議事録の写し等）により管理者等が選任されていることを確認する。 

 

◆監事が選任されていること 
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（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・監事を置くことを決議した集会（総会）の議事録の写し 

・管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証 

する書類（理事会の議事録の写し等）  

 

（２）確認事項 

・集会（総会）の議事録で監事が置かれていること 

・監事に係る特別の定めの有無（特別な定めがある場合には、監事の設置に係る記載及び当該記載に基づいて

設置していること） 

・議事録が有効なものであること（署名（又は電子署名）があること）  

 

（３）確認方法 

・集会（総会）の議事録で監事が置かれていることを確認する。 

・管理規約で監事の職務について定められていることを確認することが想定される。 

・管理規約に監事の特別の定めがある場合は、規約の定めるところにより監事が置かれたことを証する書類（理 

事会の議事録の写し等）により、監事が選任されていることを確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

【管理者等】 

・管理者等は必ずしも区分所有者でなくてもよい（管理会社の場合等も想定される）。 

・管理者等が複数定められている場合、本項目においては規約に定められた定数の一部しか管理者等が選任さ

れていない場合も評価対象とすることが想定される。 

 

【監事】 

・区分所有法上の監事は、管理組合法人のみに存在する（区分所有法第 50条第１項）が、標準管理規約では、 

法人化されていない管理組合においても設置することが記載されており（標準管理規約（単棟型）第 35条 

第１項）、そのような者も「管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その監査の結果を集会（総会）に 

報告する者として規約で定めるもの」に該当すれば、この対象に含まれる。 

・管理組合法人に置く監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼任してはならないため（区分所有法第 50 

条第２項）、兼任していないことを確認する。 

 

【共通】 

・集会（総会）の議事録の有効性の確認は、区分所有法の規定に基づき必要となる署名（又は電子署名）がある

ことを確認（※）することによって行うことが想定される。申請時に管理組合から有効性の確認がとれた資料

を求めることとし、評価においては議事録に署名があることをもって議事録の有効性を確認したものとする

ことが想定される。（1-2、３及び 2-２で提出される議事録の写しについても同様である。） 

 

※集会（総会）の議事録への組合員の押印を不要とする改正（区分所有法第 42条第３項及び第４項関係）に 
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ついては、今般のデジタル社会形成基本法（令和三年法律第三十五号）による区分所有法の改正が令和３年

９月１日施行であることを踏まえ、同日までに開催された総会の議事録には押印が必要であるため、署名及

び押印があることを確認するものとし、令和３年９月１日以降に開催された集会（総会）の議事録については

署名があることのみを確認するものとする。（1-2、３及び 2-２で提出される議事録についても同様であ

る。） 

 

項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準 

適否 

１－２ 

 

 

 

集会（総会）の開催 

【国認定基準】※ 

○：定期開催（年１回） 

  □：書面又は代理人による行使を含む議決権総数の 

半数以上が出席している 

※直近の総会開催日 西暦２０××年 ○月 

４Ｐ ○ 

×：未開催又は不明 －５Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P２９参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・登録申請日※の直近に開催された集会（総会）の議事録の写し 

 

【必要に応じて提出が必要となる書類】 

・年１回集会（総会）を開催できなかった場合の措置が図られたことが確認できる書類 

※災害又は感染症の感染拡大等への対応として、前年の総会の開催日から１年以内に集会（総会）を開催する

ことができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、遅滞なく集会（総会）を招集しているこ

とを確認する必要がある。 

 

（２）確認事項 

・集会（総会）が年１回以上開催されていること 

・議事録が有効なものであること（署名（又は電子署名）があること） 

 

（３）確認方法 

・登録申請日の直近に開催された集会（総会）の議事録に記載された開催日を確認する。 

・集会（総会）の議事録の有効性の確認については、区分所有法第 42 条における議長及び議長が指名する２

名の集会（総会）に出席した組合員の署名（又は電子署名）を確認することによって行うことが想定される。 
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※事務ガイドラインでは「認定申請日」と記載している箇所を、本マニュアルでは、以下「登録申請日」としております。管理計画認定の申

請に対して審査するマンション管理士においては、「認定申請日」に読み替え審査することにご留意ください。 

項番 評価項目 等級評価 配点 

１－３ 

 

 

 

総会議事録 

（直近５年分の議事録の 

保管状況） 

○：総会議事録がある ４Ｐ 

×：総会議事録が一部、又は全て存在しない －５Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・登録申請日の直近５年に開催された集会（総会）の議事録の写し 

 

（２）確認事項 

・議事録が有効なものであること（署名（又は電子署名）があること） 

 

（３）確認方法 

・直近５年に開催された集会（総会）の議事録の提出をもって確認する。 

・集会（総会）の議事録の有効性の確認については、区分所有法第 42 条における議長及び議長が指名する２名

の集会（総会）に出席した組合員の署名（又は電子署名）を確認することによって行うことが想定される。 

 

＜評価する上での留意事項＞ 

・議事録については、区分所有法第４２条第５項において、管理者による保管及び閲覧請求があった場合には閲 

覧させなければならないことが規定されています。そのため、議事録の保管期間については、永久保管と考え

ますが、当制度においては、５年間の保管期間を評価基準と設定しております。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準

適否 

１－４ 

 

 

 

管理規約の有無 

【国認定基準】※ 

○：あり 

  （管理規約原本がある。又は、規約変更がある場合は、 

現に有効な規約がある。） 

※発効年月 西暦２０××年 ○月 

３Ｐ ○ 

×：なし ０Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P30参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・管理規約の写し 

 

（２）確認事項 

   ・管理規約の有無を確認すること 

 

（３）確認方法 

   ・管理規約が提出されたことを確認する 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・標準管理規約に準拠していることまでは評価対象とせず、規約の有無を評価対象とする。 

・なお、規約の改正について新旧形式のみで保存している場合も想定されるが、規約の全体像を管理組合内で 

周知し、理解を進めることも重要であることから、規約の改正部分を反映した規約全体版の作成や提出を推 

奨することも考えられる。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準

適否 

１－５ 

 

 

 

管理規約への規定の 

有無 

【国認定基準】※ 

○：管理計画認定基準項目に掲げられている内容が規定

されている。 

□ 管理を行うために必要な範囲内における専有部

分への立入り（第 23条） 

□ 修繕等の履歴情報の整理及び管理等（第32条第

６号） 

□ 理事長が帳票類を作成・保管し、必要に応じて管

理情報の書面提供を行う規定（第 64条第３項） 

４Ｐ ○ 

×：管理計画認定基準項目に掲げられている内容が規定

されていない。（いずれか欠けている場合を含む） 
０Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P33・P35参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・管理規約の写し 

 

（２）確認事項 

・管理規約に災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入りについての定めがあること 

・管理規約に修繕等の履歴情報の管理等についての定めがあること 

・管理規約に管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（又は電磁的方法による提供）についての定めが 

あること 

 

（３）確認方法 

・管理規約に災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入りについての規定（マンション標準管理 

規約（単棟型）第 23条に相当する規定）があることを確認する。 

・管理規約に修繕等の履歴情報の管理等についての規定（マンション標準管理規約第 32条（単棟型）第６号に 

相当する規定）があることを確認する。 

・管理規約に管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（又は電磁的方法による提供）についての規定 

（マンション標準管理規約（単棟型）第 64条第３項に相当する規定）があることを確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 
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・評価においては、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等に 

ついての規定が含まれることを確認し、実際の履歴情報に関する書類の管理状況等の確認は行わないものと 

する。 

・また、管理規約に帳票類の書面の交付（又は電磁的方法による提供）が含まれることを確認し、実際の帳票類 

の書面の交付（又は電磁的方法による提供）の状況の確認は行わないものとする。 

 

項番 評価項目 等級評価 配点 

１－６ 

 

 

 

規約改正状況 

（主要な改正点） 

 

◎：すべて準拠している 

□ 暴力団等の排除規定（第１９条の２、第３６条の２） 

※いずれかが欠けている場合は「×」 

□ 専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった部分

の管理を管理組合が行うことができる定め（第２１条） 

□ 災害時の管理組合の意思決定の定め（第２１条（敷地・共用部

分等の管理）、第５４条（理事会議決事項）） 

※いずれかが欠けている場合は「×」 

□ 開口部等の改良工事は、管理組合が速やかに実施できない 

場合区分所有者の責任と負担で実施できる定め（第２２条） 

□ 修繕積立金に関する定め（第２５条）及び修繕積立金の区分

経理とする定め（第２８条） ※いずれかが欠けている場合は

「×」 

□ 役員の欠格条件（第３６条の２）及び利益相反取引の禁止規 

定（第３７条の２） ※いずれかが欠けている場合は「×」 

  □ 監事の権限の明確化の定め（第４１条） 

  □ 管理費等の滞納に対する措置の定め（第６０条） 

４Ｐ 

○：５～７項目準拠している ２Ｐ 

▲：１～４項目準拠している １Ｐ 

×：準拠なし ０Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・管理規約の写し 

 

（２）確認事項 

・管理規約に暴力団等の排除について定めがあること 

・管理規約に専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が行うことができる 

ことについて定めがあること 

・管理規約に災害時の管理組合の意思決定及び敷地共用部分の管理について定めがあること 

・管理規約に開口部等の改良工事は、管理組合が速やかに実施できない場合区分所有者の責任と負担で実施で 



78 

 

きることについて定めがあること 

・管理規約に修繕積立金について及び修繕積立金の区分経理について定めがあること 

・管理規約に役員の欠格条件及び利益相反取引の禁止について定めがあること 

・管理規約に監事の権限の明確化について定めがあること 

・管理規約に管理費等の滞納に対する措置について定めがあること 

 

（３）確認方法 

・管理規約に暴力団等の排除規定（マンション標準管理規約（単棟型）第 19条の２、第 36条の２第３号に相当 

する規定）があることを確認する。 ※いずれかが欠けている場合は「×」 

・専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が行うことができることについ

ての規定（マンション標準管理規約（単棟型）第 21条第２項に相当する規定）があることを確認する。 

・災害時の管理組合の意思決定について、敷地・共用部分等の管理についての規定（マンション標準管理規約 

（単棟型）第 21条第６項に相当する規定）及び、理事会議決事項であることについての規定（マンション標準 

管理規約（単棟型）第 54 条第１項第１０号に相当する規定）があることを確認する。 ※いずれかが欠けている

場合は「×」 

・開口部等の改良工事は、管理組合が速やかに実施できない場合、区分所有者の責任と負担で実施できること

についての規定（マンション標準管理規約（単棟型）第 22条に相当する規定）があることを確認する。  

・修繕積立金についての規定（マンション標準管理規約（単棟型）第 25条に相当する規定）、及び修繕積立金の 

区分経理とすることについての規定（マンション標準管理規約（単棟型）第 28条に相当する規定）があること 

を確認する。 ※いずれかが欠けている場合は「×」 

・管理規約に役員の欠格条件（マンション標準管理規約（単棟型）第 36条の２に相当する規定）、及び利益相反 

取引の禁止についての規定（マンション標準管理規約（単棟型）第 37条の２に相当する規定）があることを確 

認する。 ※いずれかが欠けている場合は「×」 

・管理規約に監事の権限の明確化についての規定（マンション標準管理規約（単棟型）第 41条に相当する規定） 

があることを確認する。 

   ・管理規約に管理費等の滞納に対する措置についての規定（マンション標準管理規約（単棟型）第60条に相当す 

規定）があることを確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・本項目は規約に規定することを評価対象とし、使用細則等での規定は評価対象とはなりません。 
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２．建築・設備 

 

項番 評価項目 等級評価 配点 

２－１ 

 

 

 

建物設備管理業務 

（法定点検） 

○：対象、点検報告書あり（実施） 

○：対象外 

 

【建築基準法】 

㋐特定建築物定期調査 

㋑建築設備定期検査 

㋒昇降機（エレベーター）定期検査 

【水道法】 

㋓専用水道定期検査 

㋔簡易専用水道管理状況検査 

㋕貯水槽の清掃（水道法施行規則に基づく） 

【浄化槽法】 

㋖浄化槽の保守点検、清掃、定期検査 

【消防法】 

㋗消防用設備等点検 

【電気事業法】 

㋘自家用電気工作物定期点検 

０Ｐ 

×：点検報告書なし（未実施） －５Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・各点検等の実施状況が確認できる書類 

 

（２）確認事項 

・直近の点検等実施状況および報告書の保管があること 

 

（３）確認方法 

・評価項目の点検等は、対象マンションの法定点検等項目に該当するか否かは、関係法令にて確認する。 

・点検等実績については、点検報告書又は報告済証等により確認する。 
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＜評価する上での留意点＞ 

・各点検等の実施状況が確認できる書類とは、点検報告書（行政の受付印のあるもの）又は報告済証の写しや、 

管理事務報告書等も想定される。 

・等級評価項目に掲げる、点検等実施項目は、標準管理委託契約書に準じた項目とする。 

・点検等実施項目は、管理会社に委託している、又は管理組合が専門業者に直接発注しているかを問わず、対 

象項目に対する実績にて評価する。 

・築浅のマンションおいて、法定点検等の実施に至っていない場合は、「対象外」を選択する。 

・消防設備等点検は、総合点検＋機器点検を対象とする。 

・特定建築物定期調査は、直近の実施分を対象とする。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準

適否 

２－２ 

 

 

 

長期修繕計画書の有無 

【国認定基準】※ 

※フロー図参照 

○：総会承認の計画書あり 

（要件すべてに準拠している） 

□ 長期修繕計画の作成または見直しが７年以内に行われ 

ていること 

     ※最新の長期修繕計画を作成（見直し）した日 

     西暦２０××年 ○月 ○日 

※最新の長期修繕計画の総会承認日 

     西暦２０××年 ○月 ○日 

□ 長期修繕計画の計画期間が３０年以上であること 

   計画期間   年 

□ 長期修繕計画の残存期間内に２回以上の大規模修繕工 

事が含まれていること 

□ 長期修繕計画が標準様式に準拠していること 

□ 推定修繕工事項目１９項目の内容が含まれていること 

（対象設備がないため、一部含まれていないものを含

む） 

□ 推定修繕工事項目毎の修繕周期、工事の予定時期、予定 

費用が明記されていること 

□ 推定修繕工事項目に記載された工事が計画期間内に行 

われる予定であること、又は行われない予定の場合、参 

考情報として当該工事の予定時期及び推定修繕工事費 

が記載されていること 

□ 修繕積立金の月当たり㎡単価を記載した様式が含まれ 

ていること 

□ 計画期間当初における修繕積立金の残高、計画期間全体 

で集める修繕積立金の総額、計画期間全体における専用 

使用料等からの繰入額の総額が記載されていること 

□ 計画期間内に借入金を予定していない、又は予定してい 

る場合、長期修繕計画が借入金の返済について完了す 

るまでの計画期間となっていること（現在、返済中のも 

のを含む） 

□ 将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと 

１０Ｐ ○ 

▲：総会承認の計画書あり 

（要件に準拠していないものがある） 
５Ｐ × 
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×：計画書なし（又は総会承認されていない） －５Ｐ × 

 

 

 

【長期修繕計画作成及びその内容に関するポイント計算フロー図】 

 

 

◆フロー図 A 

長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会（総会）にて決議されていること 

※「認定事務ガイドライン」P41参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

 ・長期修繕計画の写し 

・当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会（総会）の議事録の写し 

※管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を 

作成し、又は変更したことを証する書類 

 

（２）確認事項 

作成 計画の内容 積立方式 収支計画

A B ①見直し7年以内 C D E

②計画期間30年以上

③2回以上の大規模修繕工事

5 ④様式に準拠 4 3 5

⑤修繕工事項目19項目

⑥項目毎に修繕周期・工事の予定時期・予定費用明記 C' D' E'

⑦記載の工事が計画期間内に行われる

⑧修繕積立金の月当たり㎡単価の記載 C''

2 1 0

⑪一時金の徴収を予定していない

5

B' 一時金の徴収を予定しているが、それ以外は全て該当＊2

0

B'' 上記１つでも該当しないものがある

0

A' C'''

-5 0

無

※総会決議されていない

長期修繕計画を含む

＊1

段階増額方式

計画期間の推定修繕工事費

の累計額よりも修積金の累

計額が上回っているが「一

時金あり」の設定

収支計画通りに修繕積立金

を徴収できていない

⑨計画期間当初における修繕積立金の残高、計画期間全体

　で集める修繕積立金の総額、計画期間全体における専用

　使用料等からの繰入額の総額の記載

⑩（借入金を予定している場合）

　計画期間内に返済予定

長期修繕計画 資金計画 修繕積立金

現行の徴収額

有

※総会決議された長期修繕

計画であること

均等積立方式
計画期間の推定修繕工事費

の累計額よりも修積金の累

計額が上回っている設定

収支計画通りまたはそれ以

上の修繕積立金を徴収でき

ている

＊1：総会決議された長期修繕計画に基づき、資金計

画が策定できるという考えであり、長期修繕計画の評

価が０Ｐ（B’は除く）は、資金計画の評価ポイントは

０Pとする。

＊2：資金計画は下記フローへ進む。

「C''」→「D'」→「Eor E'」
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・長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会（総会）にて決議されている 

こと 

 

 

 

（３）確認方法 

・集会（総会）の議事録の写しにおいて、長期修繕計画の作成・変更が集会（総会）の議案として上程され、長期 

修繕計画の内容及び修繕積立金額について議決を経ていることを確認する。 

 

◆フロー図 B項番① 

長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内に行われていること 

※「認定事務ガイドライン」P43参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会（総会）の議事録の写し 

 

（２）確認事項 

・長期修繕計画の作成又は変更に係る集会（総会）の議決日から登録申請日以前７年以内であること 

 

（３）確認方法 

・集会（総会）の議事録の写しにおいて、長期修繕計画の作成・変更が集会（総会）の議案として上程され、長期修

繕計画の内容及び修繕積立金額について集会（議決）を経ていることを確認する。 

・長期修繕計画の作成・変更に係る集会（総会）の議決日が、登録申請日以前７年以内であることを確認する。 

 

◆フロー図 B項番②～③ 

長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が 30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が２回 

以上含まれるように設定されていること 

※「認定事務ガイドライン」P44参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・長期修繕計画の写し 

 

【必要に応じて提出が必要となる書類】 

・マンションの除却等が想定されている場合は、除却予定時期が議決された集会（総会）の議事録の写し 

 

（２）確認事項 

・計画期間が 30年以上であること 
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・残存期間内の大規模修繕工事の回数が２回以上であること 

・修繕工事の内容が大規模修繕工事に該当すること 

・登録申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却等の措置が予定されている場合は、そ

の実施時期が適切に定められていること 

 

（３）確認方法 

・長期修繕計画の計画期間が 30年以上であることを確認する。 

・登録申請日時点において、長期修繕計画に記載された大規模修繕工事の予定時期が当該計画期間の終了の

日までに２回以上含まれていることを確認する。 

・建替えや再開発、定期借地権の期間満了に伴いマンションの除却等が予定されている場合には、予定時期が

議決された集会（総会）の議事録の写しや長期修繕計画の写し等の提出書類で除却予定時期を確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・「大規模修繕工事」は、改正マン管法施行規則第１条の４の２号で「マンションの建物の外壁について行う修繕 

又は模様替えを含む大規模な工事」と定義されている。 

・「残存期間」の起算日は、本項目が登録申請日以降に２回以上の大規模修繕工事が予定されていることを確認 

する趣旨であることを踏まえて、登録申請日とする。そのため、本項目の認定基準を満たすためには計画期間 

の見直しが必要となる場合がある。 

・登録申請日現在で大規模修繕工事を実施中である場合は、残存期間に予定されている工事の回数に当該大 

規模修繕工事も含まれる。なお、工事完了後に申請をする場合には、残存期間に予定されている大規模修繕 

工事の回数に当該工事は含まれないことが想定される。 

 

 

図表：長期修繕計画に係る各評価基準と期間のイメージ 
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フロー図 B項番④～⑨ 

長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成されていること 

※「認定事務ガイドライン」P41参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・長期修繕計画の写し 

 

（２）確認事項 

・長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成されていること 

 

（３）確認方法 

・本項目は、長期修繕計画を「長期修繕計画作成ガイドライン」の長期修繕計画標準様式と同一の様式で作成し

ていることを求めるものではなく、長期修繕計画標準様式において示している考え方に基づいて長期修繕計

画を作成していれば、長期修繕計画標準様式に準拠していると考えられる。 

具体的には、少なくとも、以下の①から⑩の内容が全て盛り込まれている必要があると考えられる。 

 

①修繕工事の内容（19 工事項目※） 

※長期修繕計画様式第４－１号の推定修繕工事項目の 19工事項目（以下「19工事項目」という）のこと 

②修繕工事の概算費用  

③修繕工事のおおよその実施時期  

④修繕積立金の月当たり㎡単価 

⑤長期修繕計画書の計画期間が 30 年以上の設定期間であること  

⑥申請日以降の残存期間において大規模修繕工事を２回以上含むこと  

⑦計画期間当初における修繕積立金の残高  

⑧計画期間全体で集める修繕積立金の総額  

⑨計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額  

⑩（借入れがある場合）借入れの状況 

 

・修繕工事に要する修繕積立金の金額の妥当性は、評価項目３－６「修繕積立金の額（長期修繕計画の計画期間

全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと）」で確認するため、

本項目では確認対象外となる。 

・19 工事項目に記載された工事が、修繕周期が長期であること等から計画期間内に行われない予定である場

合には、長期修繕計画等の提出書類に参考情報としてその旨を記載し、当該工事の予定時期及び推定修繕工
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事費を確認する。 

・長期修繕計画の記載内容から修繕積立金の算出根拠が確認でき、長期修繕計画全体として整合が図られてい

ることを確認する。 

 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・19工事項目の有無を確認する。なお、19工事項目のうち、該当する設備等を有しないマンションは、長期修 

繕計画等の提出書類にその旨の記載があることを確認する。 

・長期修繕計画の作成・変更に係る業務が管理会社に委託する管理業務の一環として実施され、管理委託費に 

当該業務に係る報酬が含まれる場合は、19工事項目のうち、「長期修繕計画作成費用」の項目が割愛されて 

いる場合があるため、長期修繕計画書等の提出書類にその旨の記載があることを確認する。 

・特に、本項目の長期修繕計画については、本項目以外の評価項目と関わるため合わせてそれらの評価項目の 

確認方法を参照されたい。 

 

フロー図 B項番⑩ 

長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること 

※「認定事務ガイドライン」P53参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・長期修繕計画の写し 

 

（２）確認事項 

・最終年度において、借入金の残高が予定されていないこと 

 

（３）確認方法 

・長期修繕計画において、最終年度に借入金の返済が終了している計画となっていることを確認する。 

・ただし、実際に計画期間中に借入金が返済される見通しが立っていることについて、返済計画や残高表等によ

る確認までは行わない。 

 

フロー図 B項番⑪ 

長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと 

※「認定事務ガイドライン」P46参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・長期修繕計画の写し 

 

（２）確認事項 
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・長期修繕計画において将来の一時金の徴収が予定されていないこと 

 

 

 

 

（３）確認方法 

・長期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の徴収がないことを確認する。 

・「将来の一時的な修繕積立金の徴収」とは、下記①及び②のいずれにも該当する修繕積立金の徴収であり、こ

れに該当する修繕積立金の徴収が長期修繕計画において予定されていないことを確認する。 

① 大規模修繕工事を開始する事業年度の前々年度の開始日から、工事を完了した事業年度の翌々年度の

終了日までの修繕積立金総額の増額幅が２倍以上となっていること 

② ①の増額期間が大規模修繕工事の開始の前々年度以降から工事完了の翌々年度以前までに限ったもの

であること 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していなかったが、不測の事態が発生した場合(災害によ 

る建物破損に対して緊急的に復旧工事が必要となった場合等)において、管理組合の判断によって一時金を

徴収したマンションについて、これによって認定を取り消すことは想定していない。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 

２－３ 

 

 

 

直近５年間の共用部分

の修繕等の履歴情報 

（工事概要（工事名称・金

額）、実施時期（年月）） 

◎：あり（該当工事の竣工図書等も保管できている） 

 

（修繕実績がない場合） 

◎：直近５年間において、修繕積立金会計からの支出がない 

１０Ｐ 

○：あり（該当工事の竣工図書等は保管できていない） ５Ｐ 

×：なし ０Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・決算書（5期分） 等 （修繕実績を確認できる資料） 

・竣工図書等（直近 5期分の工事仕様書、工事報告書、工事記録写真、見積書等工事内容がわかるもの） 

 

（２）確認事項 

・修繕積立金会計からの当該工事に関する支払い履歴があること 

・直近 5期分の竣工図書等の保管があること 

 

（３）確認方法 

・修繕実績の確認として、修繕積立金会計からの当該工事に関する支払い履歴があることを確認する。 

・工事履歴の確認として、直近 5期分の竣工図書等より確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・新築物件で、売主が提示するアフターサービス基準に基づく補修工事等の履歴情報は、ここでの修繕履歴情 

報の評価対象とはしないものとする。 

・新築から 5年未満のマンションにおいては、築年分で可とする。 

・排水管清掃の工事履歴等、修繕積立金会計から支出した修繕については、評価対象とする。 
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３．管理組合収支 

 

項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準

適否 

３－１ 管理費と修繕積立金の

区分経理 

【国認定基準】※ 

○：区分経理されている ２Ｐ ○ 

×：区分経理されていない －２Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P37参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・登録申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会（総会）において決議された管理組合の貸借対照表及

び収支計算書 

 

（２）確認事項 

・管理費会計及び修繕積立金等会計が区分されていること 

 

（３）確認方法 

・登録申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会（総会）において決議された管理組合の貸借対照表及

び収支計算書において、管理費会計と修繕積立金等会計が明確に区分されていることを確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・預金口座の通帳では区分経理されていることを確認できないため、本項目の確認書類としては貸借対照表及 

び収支計算書以外は認めないこととする。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準

適否 

３－２ 管理費会計収支 

（修繕積立金会計から他の

会計（管理費会計等）への充

当有無） 

【国認定基準】※ 

○：修繕積立金会計から他の会計（管理費会計等）へ 

の充当がされていない 
５Ｐ ○ 

×：修繕積立金会計から他の会計（管理費会計等）へ 

の充当がされている 
－５Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P38参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・登録申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会（総会）において決議された管理組合の貸借対照表及

び収支計算書 

 

（２）確認事項 

・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと 

 

（３）確認方法 

・貸借対照表及び収支計算書において、修繕積立金会計における支出の費目が、マンション標準管理規約（単棟 

型）第 28条に定める経費に関する会計以外の会計へ充当されていないことを確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・長期修繕計画上の修繕積立金よりも多く積み立てられ、余剰が発生している場合であっても、他の会計への 

充当や区分所有者への還元（払い戻し）を行っている場合には、基準に適合しないこととする。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 

３－３ 修繕積立金会計収支 

（修繕積立金の資金計画の

設定） 

※フロー図参照 

【均等積立方式】 

 □１２Ｐ 

・計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い 

・管理組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入どおり 

に徴収 

□７Ｐ 

・計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い 

・管理組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入未満 

 

【段階増額方式】 

□１０Ｐ 

・計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い 

・管理組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入どおり 

に徴収 

□５Ｐ 

・計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い 

・管理組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入未満 

□８Ｐ 

・計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い 

・一時金設定あり 

・管理組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入どおり 

に徴収 

□３Ｐ 

・計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い 

・一時金設定あり 

・管理組合の年度収入額が長期修繕計画上の年度収入未満 

 

１２～３Ｐ 

×：（徴収の有無にかかわらず）長期修繕計画がない ０Ｐ 
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【修繕積立金の資金計画の設定、戸当たり平均の状況におけるポイント計算フロー図】 

 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・長期修繕計画の写し 

・登録申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会（総会）において決議された管理組合の収支計算書 

 

（２）確認事項 

・修繕積立金の積立方式（均等積立方式 or 段階増額方式）について 

・収支計画（計画期間の推定工事費と積立金累計額の比較）について 

・現行の徴収額（修繕積立金年間の合計額と長期修繕計画書の収入年度合計額の比較）について 

 

（３）確認方法 

・修繕積立金の積立方式が、均等積立方式か段階増額方式のどちらかを確認する。 

・収支計画について、一時金の設定の有無を確認する。 

作成 計画の内容 積立方式 収支計画

A B ①見直し7年以内 C D E

②計画期間30年以上

③2回以上の大規模修繕工事

5 ④様式に準拠 4 3 5

⑤修繕工事項目19項目

⑥項目毎に修繕周期・工事の予定時期・予定費用明記 C' D' E'

⑦記載の工事が計画期間内に行われる

⑧修繕積立金の月当たり㎡単価の記載 C''

2 1 0

⑪一時金の徴収を予定していない

5

B' 一時金の徴収を予定しているが、それ以外は全て該当＊2

0

B'' 上記１つでも該当しないものがある

0

A' C'''

-5 0

長期修繕計画 資金計画 修繕積立金

段階増額方式

計画期間の推定修繕工事費

の累計額よりも修積金の累

計額が上回っているが「一

時金あり」の設定

収支計画通りに修繕積立金

を徴収できていない

⑨計画期間当初における修繕積立金の残高、計画期間全体

　で集める修繕積立金の総額、計画期間全体における専用

　使用料等からの繰入額の総額の記載

⑩（借入金を予定している場合）

　計画期間内に返済予定

無

※総会決議されていない

長期修繕計画を含む

＊1

現行の徴収額

有

※総会決議された長期修繕

計画であること

均等積立方式
計画期間の推定修繕工事費

の累計額よりも修積金の累

計額が上回っている設定

収支計画通りまたはそれ以

上の修繕積立金を徴収でき

ている

＊1：総会決議された長期修繕計画に基づき、資金計

画が策定できるという考えであり、長期修繕計画の評

価が０Ｐ（B’は除く）は、資金計画の評価ポイントは

０Pとする。

＊2：資金計画は下記フローへ進む。

「C''」→「D'」→「Eor E'」
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・修繕積立金の徴収額は、収支計画通り、又は、それ以上の修繕積立金を徴収できているか否かを確認する。 

 

 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・収入年度合計額の見方については、標準様式第４－１号に相当する「長期修繕計画総括表」において、当該管 

理組合の修繕積立金収支報告書の修繕積立金年間の合計額と長期修繕計画書の収入年度合計額とを比較し 

て『多いか』、『合致しているか』、『過小か』を判断する。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 

３－４ 管理費滞納額 

【戸数】 

直前の事業年度の終了の日時

点における、管理費の滞納発生

状況 

○：滞納住戸数 ０～３％以内 ４Ｐ 

▲：滞納住戸数 ３％超～１０％以内 ０Ｐ 

×：滞納住戸数 １０％超 －４Ｐ 

【期間】 

直前の事業年度の終了の日時

点における、管理費の滞納住戸

における滞納期間及びその対

応状況 

◎：０～６か月未満 ４Ｐ 

○：６か月以上で且つ理事会等において法的手続き等の対応 

方針が決定されている 
２Ｐ 

▲：６か月以上で且つ理事会等において法的手続き等の対応 

について検討中である 
０Ｐ 

×：６か月以上で且つ法的手続き等の対応について検討を 

していない 
－４Ｐ 

【滞納率】 

直前の事業年度の終了の日時

点における、管理費の３か月以

上の滞納状況 

○：滞納率 ０～１０％以内 ４Ｐ 

▲：滞納率 １０％超～２０％以内 ０Ｐ 

×：滞納率 ２０％超 －４Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している管理費の額を確認することができる書類 

・登録申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会（総会）において決議された管理組合の貸借対照表及 

び収支計算書 

 

（２）確認事項 

①直前の事業年度の終了の日時点における、管理費の滞納発生状況について 

②滞納住戸における滞納期間及びその対応について 

③直前の事業年度において各戸から徴収すべき管理費の総額 

④直前の事業年度において滞納期間が３ヶ月以上の滞納が生じている管理費の総額 

⑤上記④の金額を③の金額で除した割合が１割以内であることを確認 
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（３）確認方法 

・【滞納住戸数：計算式】 

 （管理費の滞納住戸数）/（全住戸数） 

・【期間】 

滞納住戸における滞納期間及びその対応について確認する。 

・【滞納率：計算式】 

（直前の事業年度での管理費の３ヶ月以上の滞納額）／ 

（直前の事業年度において各戸から徴収すべき管理費の総額） 

① 直前の事業年度において各戸から徴収すべき管理費の総額を確認する。 

② 当該直前の事業年度において組合員が滞納している管理費の総額を確認することができる書類から、

滞納期間が３ヶ月以上となっている額を確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

【期間】 

・期間の解釈は、滞納期間の上限や期日の条件に達した場合に理事会等で法的手続き等の対応を決議している 

か否かで判断する。法的手続きとは、少額訴訟、支払督促、及び通常の訴訟その他を指し、内容証明による督 

促文書の発信は含まれない。（標準規約第 60条コメント、同別添 3） 

・滞納住戸が複数存在する場合は、最長期間の滞納者に対して、その対応状況を評価する。 

 

【滞納率】 

・「３ヶ月以上の滞納」では、直前の事業年度において、支払い期限から３ヶ月以上の滞納が生じている管理費 

の総額を確認するものとする。さらに、同一住戸で３ヶ月以上の滞納が２回以上生じた場合はその滞納額の累 

計分を対象とする。 

・貸借対照表及び収支計算書では、直前の事業年度において組合員が滞納している管理費の総額は確認でき 

るものの、滞納月別の情報が掲載されていない場合もあるため、管理会社等からの直近の月次報告書や各 

戸の収納状況に関する書類等において確認する必要がある。 

 

図表：直前の事業年度における滞納期間３ヶ月以上の考え方 

 

前9月分 10月分 ・・・ 7月分 8月分 9月分 翌10月分 判定 理由

A区分所有者 ○ 〇 〇・・〇 未納 未納 未納 未納 非適合
8月・9月分は支払期限から3か月未満だが、

７月分が支払い期限から3か月に達している。

B区分所有者 ○ 未納 ○・・〇 〇 未納 未納 未納 非適合 １０月分が支払い期限から3か月以上に該当。

C区分所有者 未納 ○ ○・・〇 ○ 未納 未納 未納 適合 前9月分は対象外。

支払い期限からの
滞納期間

12か月 ・・・ 3か月 2か月 1か月

← 直 近 事 業 年 度 →
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※条件①９月末決算 

※条件②翌月分を前月払い。（9月分を 8月末に納入） 

 

 

項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準 

適否 

３－５ 修繕積立金滞納額 

【滞納率】 

直前の事業年度の終了の日

時点における、修繕積立金

の３か月以上の滞納状況 

【国認定基準】※ 

○：滞納率 ０～１０％以内 ４Ｐ ○ 

▲：滞納率 １０％超～２０％以内 ０Ｐ × 

×：滞納率 ２０％超 －４Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P40参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類 

・登録申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会（総会）において決議された管理組合の貸借対照表及

び収支計算書 

 

（２）確認事項 

① 直前の事業年度において各戸から徴収すべき修繕積立金の総額 

② 直前の事業年度において滞納期間が３ヶ月以上の滞納が生じている修繕積立金の総額 

③ 上記②の金額を①の金額で除した割合が１割以内であることを確認 

 

（３）確認方法 

・【滞納率：計算式】 

（直前の事業年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額）／ 

（直前の事業年度において各戸から徴収すべき修繕積立金の総額） 

① 直前の事業年度において各戸から徴収すべき修繕積立金の総額を確認する。 

② 当該直前の事業年度において組合員が滞納している修繕積立金の総額を確認することができる書類か

ら、滞納期間が３ヶ月以上となっている額を確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・「３ヶ月以上の滞納」では、直前の事業年度において、支払い期限から３ヶ月以上の滞納が生じている修繕積 

立金の総額を確認するものとする。さらに、同一住戸で３ヶ月以上の滞納が２回以上生じた場合はその滞納額 

の累計分を対象とする。 

・貸借対照表及び収支計算書では、直前の事業年度において組合員が滞納している修繕積立金の総額は確認 

できるものの、滞納月別の情報が掲載されていない場合もあるため、管理会社等からの直近の月次報告書 



98 

 

や各戸の収納状況に関する書類等において確認する必要がある。 

 

 

 

項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準 

適否 

３－６ 修繕積立金の額 

【国認定基準】※ 

○：国の基準額を満たしている ５Ｐ ○ 

○：国の基準額を満たしていないが、適切性を確認 ５Ｐ ○ 

×：国の基準額を満たしていない －５Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P47参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・長期修繕計画の写し 

 

【必要に応じて提出が必要となる書類】 

・修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家からの修繕積立金の平均額が著しく低額

でない特段の理由がある旨の理由書 

 

図表：専門家からの理由書のイメージ 

１ 理由書の記載者 

☑ マンション管理士 

□ 建築士 （           ） 

氏名： 登録番号： 

 

２ 長期修繕計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額で

ないと考えられる特段の理由 

（例） 

・ ・本マンションの修繕積立金の平均額は他のマンションと比較して低額となっている。これは、本マンションが 

20○○年を目途として建替え決議を目指すことを内容とする建替え推進計画決議を 20○○年○月○日開

催の管理組合総会で決議し、これを踏まえて、大規模修繕工事は実施せず、建替えをする方向で検討を行って

いるためである。以上のことから、本マンションの修繕積立金の平均額は、「マンションの修繕積立金に関する

ガイドライン」で示す金額の目安を設定する際の参 考とした事例の３分の２が包含される幅の下限値を下回っ

ているが、本マンショ ンにおける修繕積立金の水準は適正であり、「修繕積立金の平均額が著しく低額 でな

い」という要件に合致すると考えられる。 

・本マンションの修繕積立金の平均額は他のマンションと比較して低額となっている。これは、本マンションが

20○○年に排水管及び給水管の一斉更新工事及びエレベーター全機の交換工事を実施済みであり、現在の

長期修繕計画においてこれらの更新・交換工事を考慮する必要がないためである。以上のことから、本マンシ
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ョンの修繕積立金の平均額は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で示す金額の目安を設定する

際の参考とした事例の３分の２が包含される幅の下限値を下回っているが、本マンションにおける修繕積立金

の水準は適正であり、「修繕積立金の平均額が著しく低額でない」という要件に合致すると考えられる。 

 

 

※専門家が検討する際の判断材料の一つとして、（公財）マンション管理センターが行っている「長期修 

繕計画作成・修繕積立金算出サービス」や（独）住宅金融支援機構が提供している「マンションライフサ 

イクルシミュレーション～長期修繕ナビ～」を活用することも考えられる。 

 

（２）確認事項 

・計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が、国土交通省公表「マンションの 

修繕積立金に関するガイドライン（令和３年９月改訂）（以下、「マンション修繕積立金ガイドライン」という。）」で 

示す金額の目安を設定する際に参考とした事例の３分の２が包含される幅の下限値を上回っていること 

 

（３）確認方法 

・計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額は、下記の計算式により算出する

（機械式駐車場部分を除く）。 

 

【計算式】 

計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）÷Ｘ÷Ｙ 

 Ａ：計画期間当初における修繕積立金の残高 （円） 

 Ｂ：計画期間全体で集める修繕積立金の総額 （円） 

 Ｃ：計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額 （円） 

 Ｘ：マンションの総専有床面積 （㎡） 

 Ｙ：長期修繕計画の計画期間 （ヶ月） 

  

・上記計算式により算出した計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額と、「マンション修繕積立金

ガイドライン」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の３分の２が包含される幅の下限値（下図

における二重線枠内の金額）を比較し、下限値を上回っていれば本項目の基準を満たすものとする。 
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図表：「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に示された金額の目安（機械式駐車場分を除く。） 

における下限値（二重線枠内の金額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜機械式駐車場が設置されている場合＞ 

・申請の対象であるマンションに機械式駐車場がある場合には、上図に示す修繕積立金の平均額の目安に、機種 

や設置台数に応じて、１台当たりの月額の修繕工事費から算出される単価を加算する必要がある。 

・目安の額に加算する単価は、下記の計算式で算出する。 

 

【計算式】 

機械式駐車場がある場合の加算額 （円） 

 ＝機械式駐車場の 1台当たりの修繕工事費（円／台・月）×機械式駐車場の台数÷マンションの総専有床面積 

 

 

図表：機械式駐車場の 1 台あたり月額の修繕工事費 

機械式駐車場の機種 
機械式駐車場の修繕工事費 

（１台当たり月額）  

２段(ピット１段)昇降式 6,450円/台・月 

３段(ピット２段)昇降式 5,840円/台・月 

３段(ピット１段)昇降横行式 7,210円/台・月 

４段(ピット２段)昇降横行式 6,235円/台・月 

エレベーター方式（垂直循環方式） 4,645円/台・月 
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その他 5,235円/台・月 

 

・＜上記の下限値を下回る場合＞、専門家からの理由書が提出されていることを確認する。 

 

 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・マンションの修繕積立金に関するガイドラインで示す下限値を下回る場合、専門家が作成した理由書を確認す 

ることが考えられるが、理由書を作成することができる専門家は、管理組合の資金計画、修繕に係る費用や工 

事の内容を把握しているマンション管理士のほか、建築士である。本項目において、理由書を作成できる建築 

士は、建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）に掲げる建築物※に対して資格を有する者を想定する。 

 

※建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第三条第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士（同法第二条第二項に規定する

一級建築士をいう。以下同じ。）、建築基準適合判定資格者（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第七十七条の六十に規定す

る建築基準適合判定資格者をいう。以下同じ。）その他国土交通大臣が定める者が、建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築

物にあっては一級建築士、二級建築士（建築士法第二条第三項に規定する二級建築士をいう。以下同じ。）、建築基準適合判定資格

者その他国土交通大臣が定める者が、その他の建築物にあっては一級建築士、二級建築士、木造建築士（建築士法第二条第四項に

規定する木造建築士をいう。以下同じ。）、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての構造

階数１ 階数２ 階数３以上 階数２以下 階数３以上
誰でも可

特定※
一級、二級のみ可

特定※

注：「一級」は一級建築士、「二級」は二級建築士、「木造」は木造建築士を指す。
※特定：学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアムを有する集会場、百貨店を指す。

■建築士の業務範囲

誰でも可

一級、二級、木造のみ可
　　一級、二級のみ可

　一級のみ可

S≦30
30＜S≦100
100＜S≦300
300＜S≦500
500＜S≦1000

1000＜S

木造

高さ≦13ｍかつ
軒高≦9ｍ

高さ≦13ｍかつ
軒高≦9ｍ

木造以外

高さ＞13ｍ
又は

軒高＞9ｍ

延べ面積：S（㎡）
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【参考】計算例 （国土交通省「認定事務ガイドラインより） 

・以下のモデルケースを例に、長期修繕計画の期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額を算出し、「マン

ションの修繕積立金に関するガイドライン」に示された金額の目安における下限値（事例の３分の２が包含される

幅の下限値）と比較を行う。 

 

建物の階数・住棟形式：地上 10 階建・単棟型 

建築延床面積：7,000 ㎡ 

マンションの総専有床面積：4,900 ㎡（戸当たり 70 ㎡、住戸数 70 戸） 

計画期間当初における修繕積立金の残高：7,000 万円 

計画期間全体で集める修繕積立金の総額：２億 6,460 万円 

計画期間：30 年 

※計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額：9,000 万円 

※機械式駐車場（３段（ピット２段）昇降式）30 台 

 

＜計算の流れ＞ 

・計画期間全体での月当たり修繕積立金の平均額（㎡当たり月単価）は、下図に示す計算式で算出する。 

 

図表：計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額の算出 

 

・計算にあたっては、建物の階数、建築延床面積、「マンションの総専有床面積」（戸当たりの専有面積がわかっている 

場合は、住戸数を乗じることで算出可能）、「計画期間当初における修繕積立金の残高」（Ａ）、「計画期間」が必要と

なる。 

・また、専用使用料等から修繕積立金会計に繰入を行っている場合は、計画期間全体における繰入額の総額（Ｃ）も

必要となる。 

・「計画期間当初における修繕積立金の残高」（Ａ）、「計画期間全体における修繕積立金の総額」（Ｂ）及び「計画期間
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全体における専用使用料等からの繰入額の総額」（Ｃ）は、長期修繕計画に記載されている。 

 

 

 

 

図表：長期修繕計画の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額は、上記の計算式にあてはめると、次のように計算できる。 

 

 

・次に、計画期間全体での修繕全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない

ことを確認するため、「マンション修繕積立金ガイドライン」に示された計画期間全体における月当たりの修繕積立

金の平均額の目安における下限値（事例の３分の２が包含される幅の下限値）との比較を行う。 

・モデルケースでは、階数（地上 10 階建）及び建築延床面積（7,000 ㎡）から、目安のうち「20 階未満・5,000 ㎡

以上～10,000 ㎡未満」の場合の下限値（事例の３分の２が包含される幅の下限値）の 170 円/㎡・月 ＜②＞を

参照する。 

・また、マンションに機械式駐車場がある場合は、＜②＞の目安に、下図の計算式で算出される加算単価を加える必

 

 93,640 

2044 
  

2042 2043 
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要がある。 

 

 

 

 

図表：機械式駐車場がある場合の加算額の算出

 

・モデルケースでは機械式駐車場があるため、目安の金額に加算単価を加える必要がある。 

・加算単価の算出には、「機械式駐車場の機種・台数」が必要であり、モデルケースの機械式駐車場の機種（３段（ピッ

ト２段）昇降式）から、機械式駐車場の１台あたりの修繕工事費 5,840 円／台・月を参照する。加算単価は、 

 

となる。 

よって、モデルケースにおいて「著しく低額でないこと」※は、＜②＋③＞の計算より 

170 ＋ 36 ＝ 206（円／㎡・月） ＜④＞ となる。 

※目安の下限値（事例の３分の２が包含される幅の下端＋機械式駐車場の加算額）以上であること 

・以上から、モデルケースの計画期間全体での修繕積立金の平均額は 241（円／㎡・月）＜①＞であり、加算単価を 

加味した目安の下限値 206（円／㎡・月）＜④＞を上回ることから、本基準を満たすことが確認できる。 
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４．耐震診断 

 

項番 評価項目 等級評価 配点 

４－１ 耐震性 

（耐震診断の実施） 

◎：新耐震基準（建築確認済証の交付年月日が昭和５６年６月１日

以降）の建物である 
１０Ｐ 

建築確認済証の交付年月日が昭和 56年 5月 31日以前の建物における耐震診断及び

耐震改修の実施状況（耐震基準適合証明書の取得の有無で判断） 

↓↓↓ 

◎：実施済、耐震性に問題なし １０Ｐ 

◎：実施済、耐震性に問題あり、改修済 １０Ｐ 

○：実施済、耐震性に問題あり、改修予定（総会決議済） ５Ｐ 

▲：実施済、耐震性に問題あり、改修予定無（総会未決議） ２Ｐ 

×：未実施 ０Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【必要に応じて提出が必要となる書類】 

・新耐震基準 

→確認済証又検査済証 等 

   ・診断実施済、耐震性に問題なし 

    →耐震診断報告書又は耐震基準適合証明書 等 

   ・実施済、耐震性に問題あり、改修済 

    →耐震補強工事完了報告書 等 

   ・実施済、耐震性に問題あり、改修予定（総会決議済） 

    →総会議事録 

   ・実施済、耐震性に問題あり、改修予定無（総会未決議） 

    →耐震診断報告書 

 

（２）確認事項 

・新耐震基準（建築確認済証の交付年月日が昭和５６年６月１日以降）の建物であるかの確認 

・建築確認済証の交付年月日が昭和 56年 5月 31日以前の建物については、耐震診断及び耐震改修の実施 
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の有無（耐震基準適合証明書の取得の有無で判断）の確認 

 

 

 

 

（３）確認方法 

・建築確認済証の交付年月日が、昭和５６年６月１日以降かそれ以前であるかを確認し、新耐震基準か旧耐震基

準の建物であるかを確認する。 

・建築確認済証の交付年月日が昭和 56 年 5 月 31 日以前の建物については、耐震診断及び耐震改修の実施

の有無について、耐震基準適合証明書等により確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・耐震診断とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律 第 2 条に定義する「地震に対する安全性を評価する

ことを指し、国土交通省が平成 19 年公表、平成 26 年 7 月再改訂した「マンション耐震マニュアル」2.2.4

耐震診断に記載の図面や現地での調査に基づき建物の保有する耐震性能（地震のエネルギーを吸収できる

能力のことで、「建物の強さ」、「建物の粘り」、「建物状況」、「経年状況」）を数値で評価するものを指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新耐震基準におけるエビデンスとして、確認済証又は検査済証がない場合は、建築確認等台帳記載事項証明

書又は建物の表題登記をもとに判断することとし、表題登記日が昭和５８年５月３１日以前であるものについ

ては、新耐震基準に適合すると証する書面において確認する。 

 【新耐震基準に適合すると証する書面】 

  ア 耐震診断結果報告書 

  イ 建設住宅性能評価書 

  ウ 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書 

  エ 耐震基準適合証明書 等 

 

 

 

 

 

 

 

（一財）日本建築防災協会の「鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 
 

①構造の調査  ：躯体の変形、ひび割れ、鉄筋露出、コンクリート強度、中性化等のかぶり厚及び背筋状態 
②第 1次診断法：最も簡易な診断方法。中・低層の建築物に適用 
③第 2次診断法：中高層の一般建築物に適用される標準的な診断方法 
④第 3次診断法：高層建築物や 2次診断で不可とされた建築物に適用される最も精度が高い方法 
 
第 2次診断方法以上の実施で、「基準適合認定建築物」である表示を得ることを基準とする。 
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５．生活関連 

 

項番 評価項目 等級評価 配点 

５－１ 

 

 

 

緊急対応 

（設備等の警報発報による

緊急対応の体制） 

○：有（２４時間有人対応） ３Ｐ 

○：有（共用部分+ホームセキュリティ対応） ３Ｐ 

▲：有（共用部分+オンコール（緊急時の電話受付による）対応） １Ｐ 

×：無 ０Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・管理委託契約書等 

 

（２）確認事項 

・設備等の警報発報による緊急対応の有無 

 

（３）確認方法 

・設備等の警報発報による緊急対応の有無について、管理委託契約書等に基づき確認する。 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・２４時間有人対応とは、３交代、４交代等の業務シフト制をとって、２４時間体制で対象マンションに一次対応 

要員が常駐している状態を指す（この時、住込み管理員のみのマンションは、当該管理員が一次対応する場合 

でも２４時間有人対応にはみなさない） 

・ホームセキュリティとは、共用部分の機械警備に加え、各専有部分における緊急時（非常通報、侵入警戒等）に 

警備信号を受信し、関係機関に連絡するとともに警備員を現場に急行させるものを指す。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 

５－２ 

 

 

 

消防訓練の実施状況 

（法令上の義務に基づく直

近事業年度内の消防訓練の

実施状況） 

○：実施している（法令上対象外も含む） 

□ 年１回以上  

（特定用途防火対象物のマンションは年２回以上） 

３Ｐ 

▲：対象外 ０Ｐ 

×：実施していない －５Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・自衛消防訓練実施報告書（消防署の受付印のあるもの） 

 

【必要に応じて提出が必要となる書類】 

・集会（総会）や理事会における活動報告等の記録（議案書や議事録等）や管理事務報告書等 

 

（２）確認事項 

・法令で義務付けられている消防訓練の実施状況 

 

（３）確認方法 

・法令で義務付けられている消防訓練の実施状況を確認する。 

消防法施行令別表第１（５項）（ロ）共同住宅：定期的に実施（＝年 1回） 

消防法施行令別表第１（16項）（イ）特定用途防火対象物：年 2回以上 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・該当するマンションが、５項（ロ）に該当する防火対象物である場合、消防訓練の実施について、消防計画で定 

めることとされている。 

・消防計画では「期間」について、「定期的に実施」とされているが、１年に１回の開催を基準とする。 

（マンション管理指針：標準的な対応を引用） 

・なお、16項（イ）に該当する特定用途防火対象物である場合は、年２回以上の消防訓練が義務付けられてい 

る。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 
国基準 

適否 

５－３ 名簿の整備状況 

【国認定基準】※ 

 

○：備えている 

□ 区分所有者名簿 

（年 1回以上の内容の更新がある） 

□ 居住者名簿 

  （年 1回以上の内容の更新がある） 

１Ｐ ○ 

×：備えていない 

（どちらか一方が欠けている場合を含む） 
０Ｐ × 

※「認定事務ガイドライン」P54参照 

 

（１）確認対象書類 

【提出が必須である書類】 

・組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることを確認するこ

とができる書類（これらの名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることに関する表明保証書等） 

※各名簿自体の提出は想定していない。 

 

（２）確認事項 

・組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えているとともに、年一回以上更新していること 

 

（３）確認方法 

・組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることを確認するこ

とができる書類として、組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新して

いることに関する管理組合からの表明保証書等が考えられるが、各名簿の整備及び確認状況については、当

該表明保証書において、 

① 「組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新していること」の旨

の記載があること 

② マンションの名称、マンションの所在地が記載されていること 

の上記①②を確認することが考えられる。 
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図表：表明保証書の作成例 

 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・本項目の評価基準を満たす場合は、組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿の双方が整備されている 

場合であり、いずれか一方のみが整備されている場合は本項目に該当していない。 

・名簿の更新とは、名簿の内容を確認の上、名簿の内容に変更があれば名簿に反映している作業を１年に１回以 

上行っていることを指す。なお、名簿に記載する内容は、氏名、連絡先、固定電話・携帯電話・メールアドレス等 

が考えられる。 

・名簿の内容は個人情報であるため、その取扱いには十分に注意する必要がある。 

・団地型マンションや複合用途型マンションの場合は、全体管理組合、住宅管理組合の組合員名簿（区分所有者 

名簿）を備えるとともに、年一回以上更新している必要がある。 
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項番 評価項目 等級評価 配点 

５－４ 

 

 

 

防災対策 

（災害への対策） 

◎：６項目以上 

  □ 消防計画の作成及び周知、防火管理者の選任 

  □ 災害時の避難場所の周知 

  □ 災害対応マニュアル等の作成・配付 

  □ ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知 

  □ 災害時に必要となる道具・備品等の備蓄 

  □ 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿が作成されている 

  □ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備 

  □ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報収集・提供体制 

の整備 

３Ｐ 

○：３～５項目 ２Ｐ 

▲：１～２項目 １Ｐ 

×：０項目 ０Ｐ 

 

（１）確認対象書類 

【必要に応じて提出が必要となる書類】 

□消防計画の作成及び周知、防火管理者の選任 

   ・有効な消防計画（消防署受付印のあるもの） 

   ・直近の防火管理者の選解任届（消防計画変更届も含む） 

□災害時の避難場所の周知 

   ・当該マンションの属する自治体が発行するもの 

□災害対応マニュアル等の作成・配付 

   ・当該マンションにて作成されたもの 

□ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知 

   ・組合員、居住者へ配付された記録 

□災害時に必要となる道具・備品等の備蓄 

   ・災害備品在庫表や備品台帳、備品リスト等 

□高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成 

   ・入居者名簿のファイルの作成状況・保管状況から確認 

□災害発生時における居住者の安否確認体制の整備 



112 

 

   ・消防計画、防災計画、防災マニュアル等 

□災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報収集・提供体制の整備 

   ・消防計画、防災計画、防災マニュアル等 

 

 

（２）確認事項 

・消防計画の作成及び周知、防火管理者の選任していること 

・災害時の避難場所の周知をしていること 

・災害対応マニュアル等の作成・配付していること 

・ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知をしていること 

・災害時に必要となる道具・備品等の備蓄をしていること 

・高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成をしていること 

・災害発生時における居住者の安否確認体制の整備をしていること 

・災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報収集・提供体制の整備をしていること 

 

（３）確認方法 

□消防計画の作成及び周知、防火管理者の選任（収容人数５０人未満のマンションは対象外） 

    ・消防計画（消防署受付印のあるもの）と現実の状況から確認 

    ・防火管理者の選解任届、消防計画変更届も併せて確認する 

□災害時の避難場所の周知 

    ・当該マンションの属する自治体が発行するものとの一致を確認 

   □災害対応マニュアル等の作成・配付 

    ・当該マンションにて作成されたものであることの確認 

□ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知 

    ・組合員、居住者へ配付された記録がわかる状態であることの確認 

    ・対象マンションの所在する自治体が作成したもので、当該マンションおよびその周辺地域について示された 

     ものが配付されている場合はその写しも可とする 

  □災害時に必要となる道具・備品等の備蓄 

    ・災害備品在庫表や備品台帳、備品リスト等と現物を確認 

     （直近事業年度終了時の期末の台帳で確認することが望ましい） 

  □高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成 

    ・入居者名簿のファイルの作成状況・保管状況から確認 

  □災害発生時における居住者の安否確認体制の整備 

    ・消防計画、防災計画、防災マニュアル等により整備状況を確認 

   □災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報収集・提供体制の整備 

    ・消防計画、防災計画、防災マニュアル等により整備状況を確認 

 

＜評価する上での留意点＞ 

・「周知」とは、各戸配布や掲示等を指す。 
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・「ハザードマップ」とは、想定される被害状況、避難所の位置、避難経路等を記載したものを指す。管理組合で 

作成したもののほか、行政が発行したもの等も含む。 

・「道具・備品等の備蓄」とは、管理組合及び自治会（当該組合員が自治会員であることが必要）で備蓄している 

場合も含む。 

・「安否確認体制の整備」とは、電話が不通になった際の緊急連絡体制の整備やマグネットシート・携帯一斉メー 

ルの発信、災害伝言ダイヤル活用等による避難安否確認を指す。 

・「災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報収集・提供体制の整備」とは、緊急時において、災害 

対策委員会の立ち上げ等により、情報の速やかな伝達方法が整備されていることを指す。 

また、被災状況に応じた復旧作業提携先の確保等の情報整備も含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

5．別添資料 

 

・評価者登録消除申請書 
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